
午後１時１分 開議

○副議長（市道浩高君） 皆さん、こんにちは。た

だいまから平成１５年第４回泉南市議会定例会継

続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１１番 松本雪美君、１

３番 稲留照雄君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、付託議案第７号 平成１４年

度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定につい

てから日程第２２、付託議案第２７号 平成１４

年度大阪府泉南市水道事業会計決算認定について

までの以上２１件を一括議題といたします。

ただいま一括上程いたしました平成１４年度泉

南市各会計決算認定２１件に関し委員長の報告を

求めます。決算審査特別委員会委員長 井原正太

郎君。

○決算審査特別委員長（井原正太郎君） ただいま

議長より報告の旨の御指名を受けましたので、こ

れより去る９月定例会におきまして本決算審査特

別委員会に付託を受けました平成１４年度大阪府

泉南市一般会計決算を初めとする各会計２１件の

決算審査につきまして、その経過の概要並びに結

果の報告を申し上げます。

なお、本決算審査の結果につきましては、皆様

方のお手元に御配付しております委員会審査報告

書のとおりでございますので、御参照いただきた

いと存じます。

さて、本特別委員会の審査におきましては、過

日の１０月１４日から１６日までの３日間にわた

り、委員及び市長以下関係理事者の出席のもと本

決算審査特別委員会を開催し、各分野において慎

重なる審査を行いました。

また、その審査に際しましては、各委員から広

い範囲から熱心なる審議があり、その質疑応答の

内容につきましては、お手元に御配付いたしてお

ります決算審査特別委員会会議録のとおりでござ

いますので、御参照いただきたいと存じます。

－１５２－

つきましては、私の報告は各議案における質疑

部分についての報告を省略させていただき、討論

・採決に関する御報告とさせていただきますので、

その点あらかじめ御了承願います。

それでは、まず初めに、討論のあった各会計に

ついて順次報告を申し上げます。

そのうち、討論のあった会計につきましては、

一般会計並びに各財産区会計についての討論があ

りました。

まず、一般会計の討論の中にあっては、まず財

政の破綻のしわ寄せをし、そのツケを市民に押し

つける冷たい執行になっており、この決算につい

ては反対であるとの反対討論がありました。

片や財政収支を見ると、単年度収支において約

４億７，８００万円の赤字であり、前年度に比し３

億３，６００万円が増加し、平成１０年度以降の累

積赤字額が７億８，５００万円となり、財政運営が

年々厳しい状況となっている中で、その財政の弾

力性を示す経常収支比率においても前年度より４．

１ポイント悪化し１０４．８ポイントになったこと

は、地方財政が全般的に悪化しているとはいえ残

念なことであり、依然として厳しい本市の財政状

況を打開すべく格段の努力が求められているとこ

ろであるが、その中にあって歳入については、自

主財源の大半を占める市税については、長引く景

気の低迷等を反映し前年度に比べ調定額が減少し

たことにより約５億９，０００万円減少するなど、

その確保については非常に厳しいものがあるが、

その中で市税の徴収率については前年度より０．１

３％増加し、厳しい財政状況下にあってその向上

に努力されていることは評価するとのことであり

ました。

しかしながら、滞納繰越分のうち私債権の劣後

している物件については、次年度以降税収確保の

観点から処分方法の検討も必要ではないかとのこ

とでありました。

さらに、歳出については、人件費等の義務的経

費が増加し、財政の硬直化が進んでいる状況にあ

るが、その中にあって福祉面においては、高齢化

社会に適切に対処するため高齢者の社会参加への

支援などの取り組み方策等をまとめた老人保健福

祉計画の策定や街かどデイサービス事業の実施、



総合福祉センターの運営など各種サービスの施策

が展開され、福祉施策の推進が図られ、また、市

民の健康づくりとして保健センターを中心とした

市民の健康管理推進のための保健対策、乳幼児通

院助成対策の年齢対象の引き上げなど、医療の充

実を図るため施策が拡充されていることを評価す

るところであるが、高齢者を初め弱者への対応の

充実と、また安心・安全な乳幼児施策の推進が図

られることを望むものであるとのことでありまし

た。

次に、生活環境面においては、市民の交通手段

の１つとしてコミュニティバスの本格的運行、ま

た、生活に密着した基盤整備事業としての砂川樫

井線や市場長慶寺線の道路新設改良事業に８億、

下水道整備充実のために１３億５，６００万円の繰

り出しなど、市民の利便性の向上が図られており、

また教育面においてはコンピューター教室の改造

工事等、コンピューターの購入、小学校、中学校、

幼稚園の施設整備事業に１億６，０００万円、その

ほか放課後の児童健全育成事業として留守家庭児

童会の新設等の児童・生徒の教育環境の向上に努

力されており、さらには文化・社会面の充実を図

るために図書館、公民館、文化ホールを通じて各

種事業を展開されているところであるが、その中

にあって、伝統文化など市民ニーズを十分把握し、

より効果のある事業展開を図る必要があると思慮

するが、以上の観点から、歳出については幅広い

市民ニーズを取り入れた施策、事業が展開されて

いることについては高く評価をするところである

が、委託料等の契約行為においては一部随意契約

とされ、業種等によってはやむを得ない場合もあ

ると思慮するが、契約の公平性、公正性の点から

も、また経費節減の点からも、原則的には競争入

札による方法を執行されんことを付言しておきた

いとのことでした。

さらに、今後の本市の行財政を取り巻く環境は

今以上に厳しくなることが予想され、多様化する

行政需要に的確に対応するために財政健全化計画

を逐次遂行し、財政収支の改善と財政構造の改革

を達成されんことを願い、平成１４年度一般会計

決算について賛成するものであるとの討論があり、

その後の採決の結果、賛成多数をもって原案どお

－１５３－

り認定可決されました。

次に、樽井財産区会計決算を初めとする各財産

区会計決算１３件について、反対討論として、ま

ず樽井財産区会計に対しては、本市以前の町の時

代より樽井財産区については不当・不法な管理実

態にあっては特別調査委員会でも明らかになって

いるところであるが、それ以降については一定の

進展があったとはいえ、樽井区の恣意的な管理・

運営であることは、境界明示や訴訟に見られるよ

うにいまだにきっちりとした管理がなされている

とは言いがたいところであり、過去幾多の問題が

生起し、今なお払拭されていないとのことであり、

また他の財産区会計１２件についても財産区でな

い財産区的扱いについても同様であり、特定の地

域のみ有利なあり方が問題であると言わざるを得

ないとのことであり、財産区のない地域について

もそういった配慮のあり方が今後問題になろうか

と思慮するが、その財産の財源の一部でも他の財

産区のない地域への配慮があってしかるべきであ

り、その方法がいまだに確立されていない現状に

おいては反対せざるを得ないとの討論があり、採

決の結果、いずれも賛成多数をもって原案どおり

認定可決されました。

なお、ただいま申し上げました１４議案を除く

その他の７件の各会計決算については、いずれも

討論がなく、全会一致をもって原案どおり認定可

決されました。

以上が本特別委員会に付託を受けました平成１

４年度泉南市各会計決算２１件に対する審査並び

に結果であります。

甚だ簡単でございますが、私の方からの御報告

とさせていただきます。以上であります。

○副議長（市道浩高君） ただいまの委員長の報告

に対し質疑を行います。質疑はありませんか。―

―――質疑なしと認めます。

これより一括して２１件の会計について、順次

討論に入ります。

そのうち、まず付託議案第７号 平成１４年度

大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算について討論

を行います。討論はありませんか。――――松本

議員。

○１１番（松本雪美君） 今提案されました付託議



案第７号、平成１４年度大阪府泉南市一般会計歳

入歳出決算認定について、反対の立場で討論をい

たします。

２００２年度の一般会計は、不況で苦しむ市民

生活にかかわる予算を切り捨てる一方、空港関連

事業として進められてきた大型公共事業や同和優

先の姿勢を改めなかったことであります。その結

果、２００２年度末では借金が２３１億６，５００

万円となりました。赤字の穴埋めに積立金の９億

円を取り崩したのにもかかわらず、赤字は７億８，

５００万円、市税の徴収率は８２％と府下最低、

前年度比で約５億９，０００万円の収入減、市税の

滞納は欠損処理された２億２，０００万円も加えて

総額で２０億２，５９７万円となり、前年度より２

億円以上もふえています。滞納処理額は１４％と

わずかで、努力の跡は見えません。また、滞納者

の中には１，０００万円以上が２８件、５００万円

以上は２７件もあり、高額滞納者には相変わらず

甘い姿勢は改められませんでした。

また、財政状況の基準となる経常収支比率は過

去最悪の１０４．８％、府下で６番目です。市長は

８カ月前に立てた財政健全化計画の失敗を認めず、

財政悪化の原因について、予測できなかった退職

者増や税収不足だと、このように言っていますが、

構造不況のもとで市民がどんなに苦しい生活を強

いられているか無視して進めてきた２００２年度

は、財政見通しの甘さにあること、特にむだを省

いて市民生活を守る立場ではなく、緊縮だけを強

いる冷たい市政運営が大きな赤字をつくり出した

と言えるのではないでしょうか。

また、同和更生貸付事業も、同和終結を迎えて

いるのに、ほんのわずかの返済だけで焦げついた

額は５，０００万円以上が未回収となっていること

も見逃せません。

さて、歳出面を見てみますと、相も変わらず税

金のむだ遣いが続けられたことです。農業公園に

は、またこの年も４億３，０００万円の用地買収を

しました。２７億円から２５億円に計画は見直さ

れましたが、今後、管理・運営に年間５，０００万

円も必要となること、ＰＦＩ方式で運営・管理は

民間委託にと募集したのにもかかわらず申し込み

はないなど、開園の見通しもないのに市は事業転

－１５４－

換の方針も示しませんでした。

また、２００２年の３月３１日、同和特別対策

が終結したのに、人権教育と名を変えて３，８６９

万円も使われています。こうしたむだ遣いを改め

てこそ、厳しい財政状況であっても市民生活が守

られたはずであります。

さて、一方では福祉、教育、暮らしを削り、市

民負担を押しつけてきました。一番弱い立場の寝

たきり老人や障害者、母子家庭への見舞金や給付

金を廃止・削減し、４，０００万円も市民負担を押

しつけました。学校施設の老朽化を放置したまま

就学援助費を引き下げ、父母負担増を押しつけま

した。

生活道路維持費も昨年に比べ１，９００万円も削

減されたために、市道は改修も十分できない、防

犯灯は昨年に比べ２４カ所も減らされました。

さらに、公園管理費は１００万円もカットし、

市民に迷惑をかけています。市は４７０万円もか

けて緑の基本計画を策定したのに、緑を守ること

にはお金をかけないということはどうでしょうか。

空港島からの配分金もりんくう南浜のテニスコー

ト建設費に使い、緑化基金として積み立てながら

当初の目的から外れる形で使われました。あげく

の果て、２億８，０００万円もかけた牧野公園など

に見られるように、議会から草が伸びていること

なども指摘され、そしてやっと草刈りをする。さ

らに、りんくう南浜公園など枝払いや草刈りの費

用も十分にない中で、ボランティアの人に甘えた

ままであります。砂川奇勝公園はいまだに放置さ

れ荒れ放題だと、市民からも怒りが発せられまし

た。

また、市が市民に多大な迷惑をかけた市営３住

宅の払い下げにかかわる訴訟が和解成立をした年

です。長い間の住民の苦しみを思うと、８，０００

万円の和解金の支払いは当然のことです。市がこ

れまで費やした額は裁判の費用や和解金を含めて

１億円以上に達しており、このことにかかわった

職員の苦労も並大抵ではなかったことだろうと思

います。市は当初からの住民の声を真剣に受けと

め正しく誠実に対応しておれば、これだけの費用

も労力も費やさずに済んだのにと思うと、市長の

強硬な姿勢のもとで起こったこの事件は残念でな



りません。

さらに、この年、当議員団が署名活動にも取り

組み、市民の要望を市政に届ける中で、やっとこ

れを市も受け入れて、コミュニティバスさわやか

号がスタートしたことで多くの人々に喜ばれた年

であります。しかし、午前２回、午後２回の４コ

ースでは利用者へのサービスは不十分、もっと便

利にしてほしいとの声がいっぱいです。停留所の

増設など少しは改善されましたが、基本的には阪

南市や泉佐野市のようにバスの台数をふやさない

限り、逆回りコースの設定や市民の要望にこたえ

ることはできません。今後の市の対応に期待する

ところであります。

以上、日本共産党議員団を代表して２００２年

度一般会計決算の反対討論といたします。

○副議長（市道浩高君） ほかに。――――巴里議

員。

○２２番（巴里英一君） それでは、平成１４年度

の一般会計決算について賛成の立場から討論いた

します。

まず、平成１４年度の財政収支を見ますと、単

年度収支は約４億７，８００万円の赤字で、前年度

に比較して３億３，６００万円増加をしております。

平成１０年度以降の累積赤字額は約７億８，５００

万円となります。財政運営が年々厳しい状況とな

っております中で、財政指数を見ましても、その

弾力性を示す経常収支比率は前年度より４．１ポイ

ント悪化し１０４．８ポイントとなったことは、地

方財政が全般に悪化しているとはいえ、まことに

残念なことであります。依然として厳しい本市の

財政状況を打開すべく、格段の努力が求められて

いるということであります。

具体的に歳入面でありますが、先ほど申し上げ

ました自主財源で大半を占める市税については、

長引く景気の低迷等を反映し、前年度に比較して

調定額が減少したことなどにより約５億９，０００

万円減少するなど、その確保については非常に厳

しいものがあると言えます。また、毎年議論され

ております徴收率については前年度よりも０．１３

％増加し、厳しい財政状況下にあってその向上に

努力されていることについては、評価するところ

であります。

－１５５－

しかしながら、滞納繰越分のうち私債権の劣後

している物件については、次年度以降の税収確保

の観点から処分方法の検討も必要ではないかと、

先ほど私が申し上げたとおりであります。

一方、歳出におきましては、人件費等の義務的

経費が増加し、財政の硬直化が進んでいる状況に

ありますが、まず福祉面では、高齢化社会に適切

に対処するため、高齢者の社会参加の支援などの

取り組み方あるいは方策等をまとめた老人保健福

祉計画策定や街かどデイサービス事業の実施、総

合福祉センターの運営など、各種サービスの施策

が展開され、福祉施策の推進が図られているとこ

ろであります。

次に、市民の健康づくりとしては、保健センタ

ーを中心とした市民の健康管理推進のための保健

対策に６，０００万円、乳幼児通院助成対策年齢対

象の引き上げなど６，８００万円等、医療の充実を

図るため施策が拡充されていることを評価すると

ころでありますが、高齢者を初め弱者への対応の

充実、また安心・安全の乳幼児施策の推進を図ら

れることを切に望むものであります。

次に、生活環境面で市民交通手段の１つとなっ

ているコミュニティバスの本格的な運行に２，７０

０万円、また生活に密着した基盤整備事業として、

砂樫線や市場長慶寺砂川線の道路新設改良事業等

に８億円、下水道整備充実のための特別会計に１

３億５，０００万円の繰り出しなど、市民の利便性

の向上を図られております。

次に、教育面ですが、コンピューター教室改造

工事等、コンピューターの購入、小・中・幼の施

設整備事業などに１億６，０００万円、また放課後

児童健全育成事業として信達小学校に留守家庭児

童会の新設１，７５０万円等、児童・生徒の教育環

境の向上に努力をされております。

さらに、文化・社会面の充実を図るため、図書

館、公民館、文化ホールを通じて各種の事業が展

開されているところであります。伝統文化など市

民ニーズを十分把握し、より効果のある事業展開

を図る必要があろうかというふうに思います。

以上述べたように幅広い市民ニーズを取り入れ

た施策が展開されており、高く評価するところで

ありますが、決算全般を通して感じますことは、



委託料等の契約行為において一部随意契約されて

いる事業が見られることであります。これは、業

種等によってはやむを得ない場合もあるかと思い

ますが、契約の公平性、公正性の点から、また経

費節減の点からも、原則的には競争入札による方

法で執行されんことを付言しておきたいと思いま

す。

そういった意味では、決算委員会での市長の答

弁を了とするものであります。

最後に、本市の行財政を取り巻く環境は、今以

上にますます厳しくなることが予想されます。多

様化する行政需要に的確に対応するためには、財

政健全化計画を随時遂行し、きちっと遂行しなが

ら立て直すということを求めていきます。財政収

支の改善と財政構造の改革を達成されんことを願

って、平成１４年度一般会計決算に賛成するもの

であります。

以上であります。各位の御賛同をよろしくお願

い申し上げます。ありがとうございました。

○副議長（市道浩高君） ほかにありませんか。―

―――以上で一般会計決算に対する討論を終結い

たします。

次に、一般会計決算を除く他の２０件の各会計

決算について一括して討論を行います。討論はあ

りませんか。――――巴里議員。

○２２番（巴里英一君） 議長から指名を受けまし

たので、議案第８号、樽井財産区会計決算、９号

以下財産区的財産としての取り扱いで処理されて

おります２０号までの別所財産区会計決算に至る

までの以上１３件について、反対の立場で討論い

たします。

泉南市以前の町の時代より、この樽井財産区に

ついては不当・不法な管理実態にあったことは、

９８年度調査特別委員会でも明らかになったとこ

ろであります。それ以降は一定の進展があったと

はいえ、樽井区の恣意的な管理・運営であること

は、境界明示や訴訟にも見られますように、いま

だにきちっとした管理がなされているとは言いが

たいところであります。過去幾多問題が生起し、

今なお払拭されてはおりません。

また、９号以下の１２件の財産区でない財産区

的扱いにも同様、特定の地域のみに有利なあり方

－１５６－

に問題があると言わざるを得ません。財産区の所

有しない地域において、そういった意味での配慮

のあり方が今後問題になろうかというふうに思い

ます。そういった意味での行政手腕の発揮をされ

んことを願うものであります。

答弁においては、その財産の財源の一部でも他

の財産のなき地域の配慮があってしかるべきと思

われますが、その方法がいまだ確立してない現状

において反対せざるを得ません。

行政は財産区のない区に対しても公平な行政を

図るといった答弁がないのは、残念であります。

本来であれば、財産区のあり方そのものを根本的

に見直していくということが、議会あるいは行政

と相まって論議すべき問題であります。いまだそ

のことが明確にされていない。よって、反対とい

たします。ありがとうございました。

○副議長（市道浩高君） ほかにございませんか。

――――以上で本２０件に対する討論を終結いた

します。

これよりただいま一括上程いたしております平

成１４年度各会計決算認定２１件に関し、順次採

決いたします。

まず初めに、付託議案第７号 平成１４年度大

阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定についてを

採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○副議長（市道浩高君） 起立多数であります。よ

って付託議案第７号は、委員長の報告のとおり認

定可決することに決しました。

次に、付託議案第８号 平成１４年度大阪府泉

南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算認定から付

託議案第２０号 平成１４年度大阪府泉南市別所

財産区会計歳入歳出決算認定までの以上１３件の

各財産区会計を一括して採決いたします。

本１３件に対する委員長の報告は、いずれも原

案認定可決であります。

お諮りいたします。本１３件は、委員長の報告

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま



す。

〔賛成者起立〕

○副議長（市道浩高君） 起立多数であります。よ

って付託議案第８号から付託議案第２０号までの

各財産区会計１３件については、いずれも委員長

の報告のとおり認定可決することに決しました。

次に、ただいま採決いたしました１４件の会計

を除くほかの会計７件について、これより一括し

て採決いたします。

本７件に対する委員長の報告は、いずれも原案

認定可決であります。

お諮りいたします。本７件につきましては、い

ずれも委員長の報告のとおり決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○副議長（市道浩高君） 御異議なしと認めます。

よって、付託議案第７号から付託議案第２０号ま

での１４件を除くほかの付託議案７件の各会計決

算認定については、いずれも委員長の報告のとお

り、原案どおり認定可決することに決しました。

次に、日程第２３、泉南監報告第１４号 例月

現金出納検査結果報告から日程第２４、泉南監報

告第１５号 例月現金出納検査結果報告までの以

上２件を一括議題といたします。

本２件に関し、監査委員の報告を求めます。監

査委員 巴里英一君。

○監査委員（巴里英一君） 議長の許可を得ました

ので、ただいまから平成１５年８月、９月分の例

月現金出納検査を執行いたしました結果を報告い

たします。

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づ

き、平成１５年８月分は平成１５年１０月２日に、

平成１５年９月分は平成１５月１０月２８日に、

井上監査委員と私が検査を執行いたしました。

これについては、一般会計、特別会計等収入役

扱い分並びに水道事業会計分の関係資料を中心に、

出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金現在高につい

て収支内容を照合したところ、いずれも符合して

おり、出納は適正に行われたものと認定いたしま

す。

以上、甚だ簡単ですが、検査結果報告といたし

ます。

－１５７－

○副議長（市道浩高君） ただいまの監査委員の報

告に対し、質疑等ありませんか。――――井原議

員。

○１番（井原正太郎君） 巴里監査委員の報告の中

で、特にこの８月、９月の監査の中で、提案とい

うことで重要なことを提案されております。内容

においては、市役所本庁舎及び職員駐車場は現在

のところ無料で開放されており、経営資源を有効

に活用しているとは言えない、駐車場は原則有料

とし、短時間利用者、業務都合等の場合には無料

とする施策を提案するというふうなことで提案さ

れております。監査委員の方としては、この提案

に対してその後一定の報告をいただいておるのか

どうか、お尋ねいたします。

○副議長（市道浩高君） 巴里議員。

○監査委員（巴里英一君） 井原議員から監査報告

の提案内容で質問がありました。皆さんのお手元

にあるかと思いますが、毎回、監査報告の中で、

以前にも堀口議員からありましたが、提案という

ことで、行政の改革に寄与するための方向あるい

は財政に寄与するための方向を監査委員として提

出といいますか、提案をしております。この提案

については、今議員が御指摘というか御披露のと

おりであります。

この問題につきましては、執行権がある行政、

市長ですね。市長がこのことをどう執行するかど

うかは、今後の監査の中身で判断するということ

で、現段階ではそのことが具体的に執行されたと

いうことは、寡聞にして聞いておりません。

以上です。

○副議長（市道浩高君） ほかにありませんか。―

―――以上で監査委員の報告に対する質疑を終結

いたします。

以上で監査報告２件の報告を終わります。

次に、日程第２５、選挙第６号 泉南市選挙管

理委員会委員及び補充員の選挙についてを議題と

いたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○副議長（市道浩高君） お諮りいたします。本件

に関する選挙の方法については、地方自治法第１



１８条第２項の規定により、指名推選によりたい

と思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○副議長（市道浩高君） 御異議なしと認めます。

よって選挙の方法は、指名推選によることに決し

ました。

さらにお諮りいたします。被選挙人の指名の方

法については、議長において指名することにいた

したいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○副議長（市道浩高君） 御異議なしと認めます。

よって、議長において指名することに決しました。

これより指名いたします。泉南市選挙管理委員

会委員に、南 健君、金田辰之君、赤井成幸君、

城野美知子君の以上４名を、続いて同補充員には、

篭谷吉三郎君、中筋三郎君、三宅伊津子君、奥

俊光君の以上４名をそれぞれ指名いたします。

ただいま議長において指名いたしました南 健

君、金田辰之君、赤井成幸君、城野美知子君の以

上４名の諸君が泉南市選挙管理委員会委員に、続

いて、篭谷吉三郎君、中筋三郎君、三宅伊津子君、

奥 俊光君の以上４名の諸君が同補充員にそれぞ

れ当選されました。

なお、補充員の順位につきましては、ただいま

指名いたしましたとおりの順位といたします。

この際お諮りいたします。本日これより上程予

定の議案につきましては、いずれも会議規則第３

７条第２項の規定により委員会の付託を省略いた

したいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○副議長（市道浩高君） 御異議なしと認めます。

よって、本日これより上程予定の議案につきまし

ては、いずれも委員会の付託を省略することに決

しました。

次に、日程第２６、議案第１号 泉南市教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

－１５８－

○副議長（市道浩高君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第１号、泉南市教育委員会委員の任命につきま

して御説明を申し上げます。

議案書１ページをお開き願います。辻野治孝氏

は、平成１５年１２月２４日をもって任期満了と

なりますが、同氏を教育委員会委員として最適任

者と認め再任いたしたく、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４条第１項の規定により議

会の同意を賜りたく、お願いするものでございま

す。

なお、同氏の経歴につきましては、議案書３ペ

ージにお示ししているとおりでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。御同意賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○副議長（市道浩高君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○副議長（市道浩高君） 御異議なしと認めます。

よって議案第１号は、原案のとおり同意すること

に決しました。

次に、日程第２７、議案第２号 泉南市公平委

員会委員の選任についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○副議長（市道浩高君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第２号、泉南市公平委員会委員の選任につきま

して御説明申し上げます。

議案書５ページをお開き願います。泉南市公平

委員会委員の磯野英徳氏は、平成１５年１２月２

３日をもって任期満了となりますが、同氏を公平



委員会委員として最適任者と認め再任いたしたく、

地方公務員法第９条第２項の規定により議会の同

意を賜りますようお願いするものでございます。

なお、同氏の経歴につきましては、議案書７ペ

ージにお示ししているとおりでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。御同意賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○副議長（市道浩高君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――大森議員。

○４番（大森和夫君） この公平委員会の中身を簡

単に説明していただきたいのと、今まで何件ぐら

い、ここに持ち込まれた案件というんですか、そ

ういうのがあるのか。それから、その中身、特徴

的なものがあれば教えてください。

○副議長（市道浩高君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） まず、公平委員会の中

身でございますけれども、これにつきましては、

法律は地方公務員法で規定されておりまして、そ

の第８条第２項に規定されております。これは職

員の給与と勤務時間あるいはその他勤務条件に関

する措置の要求審査あるいは判定ということ、そ

れと職員に対する不利益な処分についての不服申

し立て、これに対する決定とか、こういった分が

ございます。そして、これが公平委員会の権限と

いうことになっております。

あと、最近事例があるのかということですけど

も、こういった審査でありますとか判定あるいは

裁決、決定した案件については、最近はないとい

うことを聞いております。

以上です。

○副議長（市道浩高君） 廣岡総合事務局長。

○総合事務局長（廣岡 昭君） 公平委員会に寄せ

られた審査につきましては、特に最近ではござい

ません。

○副議長（市道浩高君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） 最近にないということは、

１つはそういう問題がないということでいいとい

う見方もできるでしょうし、もう１つは門戸は十

分開かれてるんかという心配もあるわけです。そ

の両面から見てどういう判断をされてるかだけ、

お答えください。

－１５９－

○副議長（市道浩高君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） そういう案件がないという

ことは、特に我々としては問題ないというふうに

考えております。

○副議長（市道浩高君）ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○副議長（市道浩高君） 御異議なしと認めます。

よって議案第２号は、原案のとおり同意すること

に決しました。

次に、日程第２８、議案第３号 人権擁護委員

を推薦するための意見を求めるについてを議題と

いたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○副議長（市道浩高君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第３号、人権擁護委員を推薦するための意見を

求めるにつきまして御説明申し上げます。

議案書９ページをお開き願います。人権擁護委

員であります藤田小夜子氏は、平成１６年１月３

１日をもって任期満了となりますが、同氏を人権

擁護委員として最適任者と認め再推薦いたしたく、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の

意見を求めるものでございます。

なお、同氏の経歴につきましては、議案書１１

ページにお示ししているとおりでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。御了承賜りますようお願い申し上げま

す。

○副議長（市道浩高君） 本件に関し御意見等あり

ませんか。――――松本議員。

○１１番（松本雪美君） 藤田小夜子さんはいろん

なボランティア活動なんかもされていたり、いろ

いろ行政の仕事に協力をしてくれてるということ



では、ほんとに日ごろよくやってくれているとい

うことでは感謝するところでありますけれども、

昭和１２年生まれといいますと、かなりお年もも

う６０を過ぎていらっしゃる、もう７０近い状況

に――７０歳ですかね。６６歳……。

まあ、お年もいっておられるということですけ

れども、そういうことを含めて、年齢とか、それ

からいろんなボランティア、いろんな行政の協力

者ということでいろんなのをやっておられますか

ら、そういう点では、幾つかやっておられるとい

うことで、たくさんお願いし過ぎて大変な御迷惑

をかけてるという部分が発生しないのかという心

配もありますし、そういうことで選んでいく基準

と、それから考え方、市が示している基準ですね。

それから人権擁護委員さんの仕事の内容。この間、

特別にどういう仕事があったのかということでも

知らしていただきたいということと、それから地

域別に見ますと何人委員さんいらっしゃるのかな。

いらっしゃる中で人権擁護委員さんがどういう地

域から選ばれてきているのかということなどもお

答えください。

○副議長（市道浩高君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １点目の基準について、私

の方から御答弁申し上げます。

本市の行政委員の場合には、新任については原

則として６５歳以下の方でお願いしようというふ

うにしております。再任の場合は、任期満了時の

年齢が８０歳を超えないものとするというふうに

いたしております。

これが市の行政委員の場合でございまして、人

権擁護委員の場合は、推薦の基準、考え方という

のがございまして、その中では、新任の人権擁護

委員さんを推薦する場合には６５歳以下の人をお

願いしたいと、こういうことが１点。それと、再

任委員の場合には７５歳未満の方でお願いしたい

と、こういうことが人権擁護局長から来ておりま

す。

したがいまして、今回の藤田さんについては、

もちろんその範囲内の方でございますんで、特に

問題はないというふうに考えております。

○副議長（市道浩高君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 次に、本市におけ

－１６０－

る人権相談の件数でございますが、平成１３年度

には１８件でございます。平成１４年度、昨年は

１５件ということになっております。

続きまして、本市の人権擁護委員の委託状況で

ございます。本市は定員が６名でございます。そ

のうち、樽井地区１名、新家地区１名、鳴滝地区

１名、岡田地区１名、男里地区１名、信達地区１

名というようになっております。以上６名でござ

います。

以上です。

○副議長（市道浩高君） 松本議員。

○１１番（松本雪美君） お仕事の内容とか、それ

から市民からもいろんな人権問題に関する相談な

んかも寄せられる場合もたくさんあるんじゃない

かなと思いますので、ちょっと内容の部分でも一

言お答え願いたいなと思います。

○副議長（市道浩高君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 人権相談等の目的

でございますが、人権相談取扱規程によりまして、

１つは相談者の自主的解決に支援を与える。第２

といたしまして、相談内容から人権問題を発見し、

その解決を図る窓口としての役割を果たすもので

ある。３つ目として、人権相談の中から法律支援

に適する事案を発見し、法律援助協会に紹介する

こと等となっております。

以上です。

○副議長（市道浩高君） ほかにございませんか。

――――以上で本件に対する御意見等を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、これを了承するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○副議長（市道浩高君） 御異議なしと認めます。

よって議案第３号は、原案のとおり了承すること

に決しました。

次に、日程第２９、議案第４号 報酬及び費用

弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○副議長（市道浩高君） 理事者から提案理由並び



に内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議

案第４号、報酬及び費用弁償条例の一部を改正す

る条例の制定につきまして御説明申し上げます。

議案書１３ページをお開き願います。公職選挙

法の一部が改正され、平成１５年１２月１日以後

に行われる選挙について、投票日前でも直接投票

箱に投票できる期日前投票制度が創設されました。

この期日前投票制度は、従来の不在者投票のうち

名簿登録地の市区町村で行う不在者投票が対象と

なり、その投票手続については、選挙期日に仕事

や用務があるなど、現行の不在者投票と同じく一

定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提

出が必要となりますが、選挙期日における投票と

同じく投票用紙を直接投票箱に入れることができ

ることとなり、従来の投票用紙を二重封筒に入れ

外封筒に署名するという手続が不要となったもの

であります。

また、期日前投票を行うことができる期間は、

従来の不在者投票の投票期間から変更がなされ、

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期

日の前日までの午前８時３０分から午後８時まで

となっているものであります。

この期日前投票制度に移行するに当たり、選挙

期日の投票所と同様に期日前投票所の投票管理者

及び投票立会人を選任し、投票期間中において常

駐することとなるため、これらの者の報酬を新た

に定める必要から、報酬及び費用弁償条例の一部

を改正するものであります。

１５ページをお開き願います。改正の内容につ

きましては、別表中、「投開票管理者」を新たに

「開票管理者」並びに「投票所の投票管理者」及

び「期日前投票所の投票管理者」とし、「投票立

会人」を「投票所の投票立会人」及び「期日前投

票所の投票立会人」とし、新たに位置づけた期日

前投票所の投票管理人の報酬を日額１万１，５００

円、期日前投票所の投票立会人の報酬については、

立ち会い時間が６時間を超える者には日額１万５

００円、立ち会い時間が６時間以下の者には日額

５，２５０円とし、これらを次の選挙から適用しよ

うとするものであります。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

－１６１－

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○副議長（市道浩高君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――井原議員。

○１番（井原正太郎君） 次の知事選からどうも変

わるように理解をしておるんですけども、いわゆ

る期日前投票制度に変わるというふうなことと、

それから管理者、立会人の報酬が若干変わってお

るようなんですが、近年、投票率の低下が問題に

なったり、あるいはまた法的に投票に関してはい

ろんな制約が加わるわけなんですけども、この立

会人あるいは管理者ですね。特に、この方々の選

任に対してはどのような配慮等をなされておるの

かどうかというのをちょっと教えていただきたい

と思います。

○副議長（市道浩高君） 廣岡総合事務局長。

○総合事務局長（廣岡 昭君） 投票管理者及び投

票立会人の選任でございますけれども、これまで

各投票所の地区の地区長さんあてに推薦という形

で御依頼を申し上げております。また、その際に

は、投票管理者の心得とか主な仕事、また禁止さ

れるべき事項等を文書でお渡しいたしまして、特

に御配慮していただくようにお願いいたしており

ます。

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

○１番（井原正太郎君） 選任に関しましては、法

的な制約もありますので、一定の注意をもって選

任をしておるというふうなことでありますけども、

先ほど私申しましたように、最近の投票行為に関

しては法的にも非常に厳しくなっとるなというふ

うに私は感じておるわけなんですね。

今回の法改正では、やや投票がしやすくなった

というふうなことも見えるんですけども、特に秘

密侵害罪であったり職権乱用であったり、あるい

は投票に関する干渉罪であったりというようなこ

とが１つの物差しになろうかと思うんですけども、

そういった中で、いわゆる不幸にして、障害を持

たれた方が投票に来られたり、あるいは車いすで

投票に来られることが当然あるわけでありまして、

それらに対して対応が選管としてうまくクリアで

きておるんかどうか。

例えば障害者等、あるいは代筆等を必要とする



場合でも、非常に不自由が伴う。そういう場合に

当然、手話通訳のような形の体制も必要になって

くると思うんですけども、そこら辺に対する配慮。

あるいはまた、期日前投票、不在者投票の場合で

も、車いすで来られた場合、あるいは当日の投票

でも車いすで来られた場合の投票所のハード面で

の整備、こういうようなことが配慮されとるんか

どうかも、もう一度確認をしたいと思います。

○副議長（市道浩高君） 廣岡総合事務局長。

○総合事務局長（廣岡 昭君） お答えします。

特に、高齢者の方とか車いすで来られた方につ

きましては、各投票所におきましても、不在者投

票を行っております市役所におきましても、職員

が手助けなりをするように指示しております。

それと、障害者の方につきましては、手話通訳

の方を配置しておりまして、当日は、予約制にな

っておりますけれども、各投票所で、行かれる場

合は大体の時間帯を教えていただけましたらそち

らの方へ配置するようにいたしておりますので、

よろしく御理解をお願いします。

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

○１番（井原正太郎君） 総合事務局長の話では、

特に問題なくスムーズに運営されておるというふ

うに今の答弁ではうかがえるんですけども、私の

方に若干そういうふうな苦情も参っておりまして、

車いすで行ったけども、その高さであったり、障

害者の方が行って手話通訳がなかったためにいろ

いろと御苦労をされたというふうなことも現実に

入っとるんですけども、そこら辺はただいま答弁

いただいたように、整備が整っておると理解して

よろしいんかどうか、その点だけ再度答弁をお願

いいたします。

○副議長（市道浩高君） 廣岡総合事務局長。

○総合事務局長（廣岡 昭君） 設備といたしまし

て、本庁の場合でしたら車いすを配置しておりま

す。ただ、各投票所によっては、段差があるとこ

ろがまだ幾分見られ、ちょっと物理的な都合で改

善できないところもあるんですけれども、それは

その投票所の職員の方に注意するように言ってい

るところでございます。

議員御指摘の件は、ひょっとしたらあったかも

しれませんけども、それはできるだけ今後改善に

－１６２－

努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願

い申し上げます。

○副議長（市道浩高君） ほかに。――――大森議

員。

○４番（大森和夫君） 助役の説明でよくわかった

んですけども、投票方法が変わるだけですかね。

投票場所とかいうのはもうふやされないのか。そ

ういうお話と、それから裁判官の、この間のとき

ですよね。衆議院選挙のときに最高裁判所裁判官

の信任、不信任ができなかったんではないかとい

うお話を聞いてるんですけども、そういうような

ことの問題はなかったのか、こういう制度が変わ

ればそういう問題は生まれないのか、その点お答

えください。

○副議長（市道浩高君） 廣岡総合事務局長。

○総合事務局長（廣岡 昭君） 期日前投票所の場

所につきましては、現在不在者投票を市役所の別

館で行っておりますけれども、場所等については

変わりません。

方法も、期日前の場合は、まず宣誓書に記入し

ていただきまして、従来でしたら二重封筒に入れ

ていたわけなんですけれども、その二重封筒に入

れる作業が省かれまして、記入しますとすぐ投票

箱へ入れるという制度に変わっただけでございま

す。日付だけ１日、期日前投票が告示日がなくな

りますので、早くなったということでございます。

それと、最高裁判所の裁判官の件ですが、これ

は、期日前の投票の期間が裁判官の場合は短いの

で、裁判官の審査期間までに来られた場合には２

回来ていただかないとできないということになり

ますので、両方一緒にできるときに来ていただけ

れば一緒にやっていただけるということになると

思いますので、よろしく御理解お願いします。

○副議長（市道浩高君） ほかに。――――島原議

員。

○１６番（島原正嗣君） 議案１０号の一般会計補

正予算で聞いてもよろしいんですけども、この問

題と若干関連しますんでお尋ねします。

投票所の問題ですが、前回の衆議院選挙、私の

横に新しい住宅１５０軒程度できてるんですけど

も、この方々が、どこに投票所ありますかと若干

混乱しておったような状況にあるんですけども、



岡田７丁目の方の投票所は大阪府営住宅の中の集

会場なんですね。こういう適切な、新規の住民に

対して投票所の連絡というんですか、御依頼とい

うんですか、それはきちっとやられたのかどうか

ですね。

あの中には、投票できるのは６カ月ですか３カ

月か前に住民票を移しておかないと資格がないわ

けでありますけれども、いずれにしても新しい住

宅ができて、そこの方がどこに投票に行くんかわ

からんというようなことでは大変無責任にもなり

ますから、適材適所、どのような指導をしてるの

か。たちまち来年は、この補正予算の中に知事選

の予算も入ってるんですけども、困りますので、

ここらあたりはきっちりどこの投票所へ行くんだ

という指示、指導をやってほしいと思いますが、

どないですか。

○副議長（市道浩高君） 廣岡総合事務局長。

○総合事務局長（廣岡 昭君） 島原議員の御質問

ですけれども、今回約１５０軒のお家が建って初

めて投票に行かれるということで、私どもはいつ

も広報で投票所の地図を載せておるわけなんでご

ざいますけれども、今回の方は全く初めてだった

ということでなかなかわかりにくかったというこ

とで、私どもの事務局の方にもかなり場所につい

て問い合わせございました。それで急遽、簡単な

見取り図をその団地の近くに立てたような次第で

ございます。今回につきましては、大変御迷惑を

おかけしたと深く反省をいたしております。

○副議長（市道浩高君） 島原議員。

○１６番（島原正嗣君） 特に７丁目の府営住宅関

係の投票は、あそこの住宅建てかえで、恐らく年

明け早々からあの住宅を壊して、今まで集会場に

なったとこも取り除くわけですから、団地の一角

に空き部屋を集会場的につくって、それを大阪府

知事選挙とか公のことに使うと、こういうふうな

ことになってるらしいんですが、そこらあたり徹

底したＰＲをしてもらわないと、入ってる方も投

票に行く方も非常に困ると思いますんで、念には

念を入れて徹底するように、これは意見にかえて

おきます。

○副議長（市道浩高君） ほかにございませんか。

――――以上で本件に対する質疑を終結いたしま

－１６３－

す。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第４号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○副議長（市道浩高君） 御異議なしと認めます。

よって議案第４号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第３０、議案第５号 職員の退職手

当に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○副議長（市道浩高君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議

案第５号、職員の退職手当に関する条例等の一部

を改正する条例の制定につきまして御説明申し上

げます。

議案書１７ページをお開き願います。国家公務

員退職手当法等の一部を改正する法律が平成１５

年１０月１日から施行され、国家公務員の退職手

当の支給水準が見直されたことに伴い、本市にお

いても国に準じた制度運用を行っていることから、

同様の措置を講じるため本条例を提案するもので

あります。

改正内容につきましては、１９ページ及び２０

ページを御参照願います。

国家公務員退職手当に係る支給水準の見直しは、

民間企業における退職金支給額に係る平成１３年

調査の結果、勤続２０年以上の国家公務員が退職

する場合の退職金水準が民間水準を上回る結果と

なったため、この格差を解消するため行われたも

のであります。

見直しの内容につきましては、昭和４８年の法

改正において民間水準よりも低かった国家公務員

の退職金水準を是正する目的で設けられた調整率

を、今回現行の１００分の１１０から１００分の

１０４に引き下げるものとなっております。



なお、この見直し措置の実施時期につきまして

は、平成１６年１月１日の退職から適用すること

となりますが、激変緩和措置として平成１６年１

月１日から同年１２月３１日までの１年間につい

ては１００分の１０７とし、平成１７年以降につ

いては本来の１００分の１０４の調整率を適用す

るものであります。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○副議長（市道浩高君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――松本議員。

○１１番（松本雪美君） 激変緩和ということで、

１６年の１月１日から１２月３１日までの１年間

に限って率は１００分の１１０から１０７という

ふうに、こういうふうに経過措置を設けたという

ことですけれども、こういう国家公務員の退職手

当法の改正がありましたから全国的に実施されて

いるんでしょうけれど、泉南市域のこの地域、周

辺の状況ではどういう状況になってるのか聞かし

ていただきたい。みんな泉南市と同じような形で

やっておられるのかどうか。

それから、この条例によって、泉南市でも１４

年度にも何人か退職されておられると思うし、こ

の条例改正で影響を受ける人たち、退職者の方た

ちの状況ですね、それから影響額も聞かしてほし

いなと、そういうふうに思うんですが、いかがで

しょうか。

○副議長（市道浩高君） 島原人事課長。

○総務部人事課長兼行財政改革推進室参事（島原功

明君） お答えいたします。２点ほどありました

ので。

まず、近隣の市町村の今回の制度改正の状況で

ございますが、近隣する市町村３カ所におきまし

ては、泉南市、本市と同様の扱いをしております。

１市につきましては、若干変則的な形で激変緩和

措置を取り扱っております。

それと、あと金額、この制度に伴う影響額でご

ざいますが、まず対象者が、定年退職者６名と早

期前退職６名の方がございます。この１２名が対

象となります。

影響額でございますが、対象者それぞれ勤続年

－１６４－

数によって率が異なりますので、一番大きな定年

退職者で勤続３５年の方でありますと、ことしマ

イナス人勧がございましたので、それも含めてこ

の制度による減額割合に直しますと、定年退職の

方で１１０万程度、早期前退職の方で最高３５年

勤続の方で１３６万程度でございます。

以上でございます。

○副議長（市道浩高君） 松本議員。

○１１番（松本雪美君） 私は影響額についても聞

かしていただきたいと思いましたんで、個人個人

の影響額、聞かしてもらいました。定年の方で１

１０万、早期の方で約１３６万、３５年働いた方

でね。当然、泉南市全体で幾らになるかという影

響額も聞かしてほしかったので、そのことをお答

えしていただきたいということです。

それから、３５年での退職金ということになり

ますと、ちょっと年齢は指定していただければい

いですが、定年の方も、それから早期で例えば５

７歳でやめられるという方でしたら退職金総額で

１１０万、１３６万減るということですから、ち

ょっと退職金総額でも聞かしといてもらいたいな

と思います。それお願いします。

○副議長（市道浩高君） 島原人事課長。

○総務部人事課長兼行財政改革推進室参事（島原功

明君） 退職金総額で１，１８３万程度でございま

す。（松本雪美君「違うで。それ全体で。もう１

つお答え願いたい」と呼ぶ）これは影響額でござ

います。全体に退職金として出てくる金額は３億

５，７２４万程度でございます。

以上でございます。

○副議長（市道浩高君） 松本議員。

○１１番（松本雪美君） ちょっと年齢を指定して、

退職金そのものの額を聞かしてほしいと言ったん

ですが、それは出てないんですかね。

それから、１４年度にやめられる方が２９名、

それから、１５年度にやめられた方の補充をされ

るということでは１４人しか採用されていない。

特に、事務職の方が１９名やめられるのに１０名

しかカバーするような形になっていないというよ

うな状況とか、そういうことを見てみますと、私

は早期にやめられる方も含めて――定年退職の方

は仕方ないと思うんですけども、いろいろ財政健



全化計画の中でも当然そういう人件費削減という

問題が打ち出されてるわけですから、ただたくさ

んやめてくれて財政がこんだけ楽になったという

ような結果論だけで見てはやっぱり具合が悪い。

泉南市の行政を進めて行く上で当然必要とする人

材については、そんなにどんどんやめていかれた

んでは、行政を進める側の職員の皆さんにとって

は本当に大変だと思うんですよね。補充も十分や

っていないという現状の中で、そういうふうにい

ろいろ問題が起こってきているんではないかなと

思います。

それから、もう１つは、先日、期末手当の問題

での減額の分の提案がされて、そのときにも質問

させていただきましたけれども、特に特別職の市

長や三役の方については、こういう条例、国の人

勧の影響もないしというようなこともありました。

私はそのとき、高石の市長さんの問題に一言触

れさしていただいたんですけれども、当然今のこ

の財政健全化計画を進めていくそういう中で、私

はやっぱり職員がこういう形で大変な状況、減額、

減額に次ぐ減額ですよね。そういう中で本当に我

慢をしていただいてる。それにこたえる形でやっ

ぱり特別職が一定そういう状況を見て、退職金な

どについても、期末手当についても、一定そうい

う形で自分たちみずから先陣を切って対応をして

いくべきではないかなと。職員にだけその大変な

部分を押しつけるということでは、私やっぱりぐ

あいが悪いんじゃないかなと、そういうふうに思

ったんで、前回も質問させていただきました。

そういう３点で、これから後の問題を含めまし

てお答え願いたいなと思います。

○副議長（市道浩高君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 特別職のことについて、私

の方から御答弁申し上げます。

給料については、御承知のように私の場合、今

１５％本給をカットいたしております。それと、

期末手当も職員の皆さんより、あるいは議員の皆

さんより、年間で０．０５カ月分多く減額をいたし

ております。

それと、退職金については前にも申し上げまし

たように、高石さんはちょっとノーマルとは思い

ませんけれども、それ以外で市の中では最低のレ

－１６５－

ベルで条例改正のときから設定をいたしておりま

すので、そういう面で配慮をいたしているという

ところでございます。

○副議長（市道浩高君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 議員御質問の健全化計

画、今、実施中です。その中で、採用問題がござ

いました。

御指摘のように平成１４年につきましては２９

人の退職、一般事務職につきましては１９人、そ

してそのうちで１０人が採用という形になったと

いうところでございます。

現在、採用問題につきましては、この健全化計

画の方でお示ししましたように、基本的には一般

職というんですか、事務職については退職不補充

といった形で、それを方針にしてます。そして、

技術職につきましては、もし退職なされた場合に

は、それは採用でいくか、それで考えていくとい

うような方針を立てておるわけでございますけれ

ども、現在こういった財政状況の中にありまして、

この採用問題につきましては、従前から御説明し

ていますように、こういった方針で行ってまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願いした

いと思います。

○副議長（市道浩高君） ほかに。――――成田議

員。

○１８番（成田政彦君） 市長に。市長は議員より

云々と言われたんですが、私ら２８年、３０年や

ったって退職金は一銭も出ませんからね、もう。

これは言うておきますわ。市長は、例えば４年や

って１，３００万もらうんでしょう。市長は４年や

って１，３００万もらうんですからね。我々はそう

いうことは一切ないし、そういう比較というのは

よくないと思います。そういう点で、自分が云々

という比較をするべきではないと思うんです。

１つ聞きたいんですけど、単刀直入に聞くんで

すけど、行財政で、私がさきに質問したんで、大

体４年間で市の職員でもう既に平均１００万円、

調整給とかいろんなやつ減らされとると。最後に

やめるときにまた今回１００万から大体――去年

の３月やめる人に比べたら１１０万から１３６万

ですから、１００万市に貢献して、今度さらに国

のあれがありますから２３６万、まあ２００万前



後をここ四、五年で、給与の額も減ったし、それ

から退職金も減るということは、２００万という

お金は大変なお金だと思うんですけど、そういう

点で、財政に対して財政再建計画で市長も頑張っ

ておられるんですけど、依然として成功してない

と。

そういう中で、今度は退職金の条例が一般職は

出てきたんですけど、もちろん特別職はみずから

出さなあかんもんで、条例を提出しなければなり

ません。市長はみずからここに書かれておる条例

を、例えば１００分の３０を職員並みに、最低助

役並みに１００分の２４にする、こういう――今

日、非常に財政的に厳しいと。市の職員には大変

御迷惑をかけとると。私としても退職金も職員さ

ん減るから、退職金をさらに４年間で１，３００万

もらっとるから、これを１００分の１５で６００

万ぐらい、こんだけワースト６番で大きな赤字を

抱えとる場合、こういうのを提案しても別に市民

の場合は大いに歓迎するんじゃないかと私は思う

んですけど、そういう気はないのかどうか。

この１，３００万をゼロにするということは僕も

ちょっと抵抗があるもんで、半分ぐらいの、それ

なりに１００分の１５ぐらいで市長、同じ提案―

―１００万も職員さん減らされるんだから。この

人らは３５年働いて１００万近く減らされるんで

すけど、市長は４年で１，３００万もらうんですか

ら、その点思い切ってどうですか。僕は、高石と

かそういうことは言いませんわ。泉南の赤字の問

題とかそういう点で、一定のそういう姿勢を示す

というのは重要だと思うんですけど、その点市長

はどうお考えですか。

○副議長（市道浩高君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 前の臨時議会でもお答えし

ましたように、当初設定のときから府下、当時は

最低ということでございましたし、最も高いとこ

ろの今おっしゃったように半分程度になっており

ますので、退職金はそのままと。給料で今減額し

てると、こういうことでございます。

○副議長（市道浩高君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） そう言うと、今後、次の

財政再建でどうなるかわかりませんけど、この問

題については、退職金については自分としては下

－１６６－

げるつもりはないと、そういう考えですか。

○副議長（市道浩高君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 退職金については、現在言

いましたように府下でも、今は最もとは言いませ

んが、非常に低い額でございますから、それで妥

当だというふうに思っております。

○副議長（市道浩高君） ほかにございませんか。

――――大森議員。

○４番（大森和夫君） 組合の皆さんの話し合いの

いきさつとか、それとあと１つ、他市の修正の中

身をお示しください。

○副議長（市道浩高君） 島原人事課長。

○総務部人事課長兼行財政改革推進室参事（島原功

明君） 他市の状況でございますが、変則的に１

市あった部分につきましては、定年前早期退職の

部分につきましては若干減額の時期をずらしたと

いうことでございます。

それと、労使交渉の関係でございますが、これ

は当然人勧の交渉の中でこの制度改正もございま

すので、円満解決したということでございます。

以上でございます。

○副議長（市道浩高君） ほかにございませんか。

――――以上で本件に対する質疑を終結いたしま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。――討

論なしと認めます。

これより議案第５号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○副議長（市道浩高君） 御異議なしと認めます。

よって議案第５号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第３１、議案第６号 泉南市手数料

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○副議長（市道浩高君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議



案第６号、泉南市手数料条例の一部を改正する条

例の制定につきまして御説明申し上げます。

議案書２１ページをお開き願います。行財政改

革大綱の趣旨に基づき、市が特定の者に提供する

役務に対してより適正な負担を求め、市民負担の

公平化を図る観点から、火災または事故証明書及

び傷病者搬送証明書の交付手数料の額について改

定を行うため、泉南市手数料条例の一部を改正す

るものであります。

２３ページをお開き願います。改正内容につき

ましては、火災または事故に係る証明書及び傷病

者の搬送証明書の交付手数料について、「２００

円」を「３００円」に引き上げるものであります。

施行期日につきましては、平成１６年４月１日

から施行するものであります。

以上、簡単でありますが、説明とさせていただ

きます。御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

○副議長（市道浩高君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――真砂議員。

○２１番（真砂 満君） 中身の部分については結

構でございますので、提案理由を読ましていただ

きますと、さきの手数料条例のときになぜこの分

を一緒にしなかったのかという点と、これ期日の

問題がございますので、次期の改正時期にこの種

の手数料もほかのもんと一緒に合わす気はないの

かどうか、改めてお聞かせください。

○副議長（市道浩高君） 西川消防長。

○消防長（西川勝文君） 真砂議員さんの質問に対

して２点ほどございましたんで、お答えします。

これの前回の改正ですけども、平成１２年３月

３１日に交付され、同年７月１日に１００円から

２００円に改正したものでございまして、今回に

つきましては３年９カ月という月日がたっており

ますので、行政改革大綱に基づきまして４年の見

直しということで提案さしていただいたものでご

ざいます。

今回しまして、次回の改正につきましては、３

年９カ月、４年の周期と同様とみなしまして同時

期に改正したいと思いますので、どうか御理解の

ほどよろしくお願いします。

○副議長（市道浩高君） ほかにございませんか。

－１６７－

――――大森議員。

○４番（大森和夫君） わずかな値上げなんですけ

ども、今回の一般質問の中でも、やっぱりあいぴ

あのああいうカラオケですよね。ああいう値上げ

でもやっぱり市民の反対があるという質問もあり

ましたけども、やっぱりこういう時期に値上げと

いうのは、わずかでもどうかなと。

１つまた、これが事故とか火災とか負われた方

がそういう値上げの被害というか、に遭われるわ

けなんで、そういう点で市民感情から見てもどう

なのかね。

４年ごとの見直しが結局値上げにつながってい

るんじゃないかと。財政難のツケが市民にいって

ないかということを心配するわけですけども、そ

の点はどうお考えでしょうか。

○副議長（市道浩高君） 西川消防長。

○消防長（西川勝文君） 大森議員さんの質問に対

して御答弁さしていただきます。

罹災証明等につきましては、現在のところ火災

保険の請求、税金の減免等の申請に使われている

ものでございまして、手数料条例の第６条でした

んですけれども、その部分につきましては弱者に

対しての減免措置もとらしていただいております

ので、ほとんどの方が保険請求等に申請されるも

のでございます。

以上でございます。

○副議長（市道浩高君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） そういう保険とかの申請に

使われるというのは、もちろんよくわかってでの

上の話なんですよね。やっぱり事故とか火事とか

遭われた方が、別に１００円値上げする必要ある

んかと。この不況の中でどうなんかというのが、

市民の率直な意見だと私は思います。

○副議長（市道浩高君） ほかに。――――以上で

本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―大森議員。

○４番（大森和夫君） 議案第６号、泉南市手数料

条例の一部を改正する条例の制定について、反対

の立場で討論いたします。

不況とリストラの中、市民生活は大変苦しくな

っております。こういう中、むだな大型公共事業



や不要不急な公共事業をやめ、財政再建を図り、

不況で苦しむ市民を守るために福祉や教育、サー

ビスの充実を図ってほしい、これが泉南市民の願

いであります。これらの財政再建の失敗のツケを

市民に押しつけるのが、今回の公共料金の値上げ

ではないでしょうか。わずかな値上げであります

が、火事や事故に遭われた方にとっては厳しいも

のだと思います。

４年ごとの公共料金の見直しが図られるという

ことでありますが、見直しが値上げにつながって

おります。こういう安易な理由で市民生活にかか

わる値上げは許されないと思いますので、反対と

いたします。

皆様方の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

○副議長（市道浩高君） ほかに。――――以上で

本件に対する討論を終結いたします。

これより議案第６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○副議長（市道浩高君） 起立多数でございます。

よって議案第６号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第３２、議案第７号 泉南市立幼稚

園条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○副議長（市道浩高君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議

案第７号、泉南市立幼稚園条例の一部を改正する

条例の制定につきまして御説明申し上げます。

議案書２５ページをお開き願います。市立幼稚

園における保育環境の維持及び発展に資するとと

もに、行財政改革大綱の趣旨に基づく市民負担の

公平化を図る観点から、市立幼稚園の保育料の改

定を行うため、泉南市立幼稚園条例の一部を改正

するものであります。

２７ページをお開き願います。改正の内容につ

きましては、第１８条に規定しております現行保

－１６８－

育料「７，０００円」を「９，０００円」に改正し、

これを平成１６年４月分以降の保育料に適用しよ

うとするものであります。

幼稚園の保育料につきましては、前回の改定が

平成１２年４月実施でありました。今回は、行財

政改革の一環として昨年に全庁的にまとめられま

した使用料、手数料についての方針、すなわち原

則として４年ごとの見直しにのっとって教育委員

会として見直しを実施したものであります。

まず改定額の根拠を申し上げますと、幼稚園教

育にかかる経費から園児１人当たりのコストを算

出した上で、受益者負担率や上限改定率を勘案し

つつ、さらに他市の保育料の状況をも参考に、平

成１６年４月から月額９，０００円の御負担をお願

いしたいというものであります。

なお、参考資料といたしまして、保育料改定内

容、堺市以南各市の保育料及び入園料、「広報せ

んなん」平成１５年９月号掲載の使用料及び手数

料改定についての資料を配付さしていただいてお

りますので、御参照願いたいと存じます。

以上、簡単ではありますが、説明とさしていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○副議長（市道浩高君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――真砂議員。

○２１番（真砂 満君） それでは、何点か質問さ

していただきます。

総務の方で若干質疑をさしていただいたんです

が、ちょっとまともに答えていただけなかった部

分等がありますので、その点からお願いをしたい

と思います。

まず１つは、資料をいただいてますけど、他市

で行われている入園料という考え方ですね。この

辺は一般的にどういうような考え方があるのか。

泉南市は取っておらない。また、今回も取ること

は考えておらないということでありますが、その

辺の考え方をお示しをいただきたいというふうに

思います。

それと、これは前回の総務委員会でも若干話を

さしていただきましたが、コスト計算の部分につ

いては、確かにこの計算例を見れば明らかになっ

ております。ただ、このコスト計算を見ていただ



いてもわかるように、人件費率が非常に高いんで

すよね。経常的管理運営費でいけば、園児数５４

４で割り戻してもたかだか４万８，０００円程度、

それ以外がすべて人件費だということであります

から、この部分をどう考えるんだと。ここに手を

つけないで、こんだけかかってるんですよと、割

り戻したらこうなるんですから５０％負担してく

ださい、これでは市民たまったもんではないわけ

で、ここらをまずどう考えていくのか、行政とし

て明らかにしなければいけないし、このことをき

ちっとして、やることをやって、なおかつどうし

てもだめなんだ、だから市民の皆さん負担お願い

しますよということで、手順手続を踏まなければ

いけないんではないのかなというふうに思うんで

すが、そこらについて改めてお聞かせをいただき

たいと思います。

それと、今現行５４４名の園児数ですが、仮に

園児数がふえることによって、例えば１００名公

立の幼稚園に園児数が増員されるということにな

った場合、このコスト計算はどうなるんか、試算

をされているようでありましたらお示しをいただ

きたい。

それと、公立幼稚園のあり方論ですね。ふやし

ていくというあり方論について、コストとの関係

で考えればどのように見ておられるのか、お示し

をいただきたいと思います。

それと、一般的に私立幼稚園なんかそうなんで

すが、いろいろ値上げされます。値上げをされた

ときに、サービスということが一方でついてくる

んですよね。例えば時間延長であったり、おやつ

を支給したりとか、その園、園によって違います

が、そういったサービスについてどのように考え

ておられるのか。ただ単にお金だけちょうだいし

ますということなのか、その辺もあわせてお示し

をいただきたいと思います。

○副議長（市道浩高君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） ただいま真砂議員から何

点か御質問がありました中で、入園料について基

本的に教育委員会としてどのように考えているの

かと、基本的な考え方をということで、入園料の

考え方につきまして私の方から御答弁を申し上げ

たいと思います。

－１６９－

総務文教常任委員協議会の中でも御質問いただ

きました折に答えさしていただいたと思うんです

けれども、保護者の方々にとりましては、入園当

初、あるいは準備に当たりまして、かなり相当多

額な準備がかかるということで、保護者の方々の

経済的な負担を軽減するというような内容で、入

園料については教育委員会としては考えていない

ということでございますので、よろしくお願いを

申し上げたいと思います。

○副議長（市道浩高君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 何点かございまし

たので、お答え申し上げます。

先ほど、入園料については教育長から御答弁が

ありました。

人件費をどう考えるのかという、まず御質問が

ございました。お配りの資料では、人件費として

４億９，０００万ほど年間、これは１４年度決算で

かかっておりますけども、ただ教職員にやめてい

ただくというわけにはまいりません。したがって、

私どもどうしても現在の幼稚園９園のあり方が、

位置も含めてこれでいいのかということで前回、

教育問題審議会に諮問し、答申を受けました。そ

の諮問の中には、適正規模、適正配置というのが

ございます。それを具体化したいということで諮

問し、答申をいただき、それを現実、実施計画を

どうしようかということで振興計画をつくったわ

けですけども、結果としては白紙撤回ということ

で、新たな審議会にその諮問をやっていこうと考

えているわけですけども、当然教職員の人件費、

これは幼稚園教育にとってはマンパワーでござい

ますから、これは私ども必要経費であるというこ

とで、現実的には市税等の財源で賄っていただい

ているわけでございます。

現在の幼稚園、年間５億数千万かかっている中

で、保護者の方から歳入としていただく保育料が

年間約４，０００万を切っております。つまり、１

割以下の金額を市民の方から御負担していただい

て、あと残りは当然市の責任ということでやって

るわけですけども、ただ、いたずらに予算を使っ

ていくということではなくて、やはり私どももこ

れからコスト意識を持って幼稚園教育に当たって

いきたいと思いますが、そのためにはまず現在の



幼稚園９園の体制がいいのかという議論を真っ先

に前回やったわけで、それはこの間からのいろん

な場面、場面でお答えしていますように、新たな

審議会に諮問してまいりたいと、そう考えており

ます。

それから、１４年度の在籍人員５４４人という

ことで、公立・私立のあり方、私立の園児さんに

公立、市立の方へ回っていただいたらコストは下

がることになるんではないかという御質問がござ

いました。

確かに、公立は定員よりまだ十分余裕ございま

すから、私立から市立の方へ回っていただければ、

園児数、それだけ１人の教員によってたくさんま

だ見る余裕がございますから、コストの減という

ことになろうかと思います。計算上は若干コスト

は下がろうかと思います。

ただし、お配りの資料をごらんになっていただ

いておわかりのように、１人当たりのコストは下

がろうとも相当かかっております。したがって、

行財政改革による受益者負担率が５０％というこ

とでありますけども、５０％もいただきますと非

常に高額な保育料ということになりますから、上

限改定率なり他市の状況も勘案して、現在は月額

７，０００円ですけども、来年の４月からは２，００

０円を御負担いただきたい、そう計算していると

ころでございます。

それから、サービスを今後どう考えるのかとい

う御質問がございました。私どもはっきり言って

今回２，０００円改定したいんですけども、これに

よってこういう面は非常にサービスが拡大します

よ、あるいはこういう施設がすばらしくよくなり

ますよということまでは非常にお答えしにくい状

況になっております。

提案理由にもお示しさしていただいていますよ

うに、保育環境の維持という言葉をまず述べさし

ていただきました。維持及び充実ということで、

その辺が絶対よくなるよということは非常にお答

えしにくい状況です。

それは市の決算額でいいますと、教育費の歳出

額は大体１２％前後でございます。そのうちの幼

稚園が４分の１ほどでしょうか。教育費自体のか

かる経費というのが非常に厳しい中で、税収を非

－１７０－

常に充てていただいておりますけども、その市全

体の税収すら右肩下がりの状況の中で、私ども教

育を守り充実しようという、その辺非常に困難な

状況になっております。

したがって、今後この月額２，０００円のアップ

を直ちにこういうサービスということはお答えし

にくい状況でございますけども、ただ私どもの資

料、平成９年度からずっと１４年度まで修繕ある

いは工事、一定の数字で一覧表にしましたところ、

ここ三、四年、非常に金額的に投入しておりまし

て、状況に応じた修繕を実施いたしておりますの

で、施設面で幼稚園については、また機会がござ

いましたらごらんいただいたらわかるんですけど、

非常に幼稚園はよくなったなということを理解し

ていただけようかなと思います。

もしお答え漏れておりましたら、また御指摘い

ただきたいと思います。

○副議長（市道浩高君） 真砂議員。

○２１番（真砂 満君） まず、入園料ですけど、

これは教育長が答弁いただきましたけど、これ総

務委員会と同じ答弁ですね。私が聞いてるのは、

泉南市が取る、取れへんじゃなくて、他市が取っ

てる入園料そのものの考え方は一般的にどうなん

ですかということを総務委員会でも聞かしていた

だき、今も聞かしていただいたんですが、どうも

ちょっと解釈が違うみたいなんで、改めてお示し

をいただきたいと思います。

それと、中村部長に御答弁いただいて、まあお

金がないということですけども、確かに今回出さ

れてるのはあくまで受益と負担、コスト論という

ことで出てきてるわけですよね。そういった意味

でいうと、計算式をいただいてます。そういった

意味では、年間９５万ですか、園児１人当たりに

かかっている部分。それでいくと、その５０％の

負担をいただかなければいけない。それを即いた

だくと相当な金額になると。そういった意味で、

上限率に引っかけて２，０００円アップだという、

計算ではそのとおりだと思うんですよ。

この計算例については私は何とも言いませんけ

れども、確かにその中でマンパワーといえども、

その９５万かかっているうちの約９５％、これが

人件費なんですよね。確かに人を教育していく、



育てていくマンパワー、それがすべてだというふ

うには思っておりますけれども、この部分がどう

なんだと。泉南市全体の人件費比率を見たときで

も、幼稚園、保育所、清掃、そういった部分の比

率が他市と比較すると高いと、これずっと言われ

続けてきているんですよね。そこらをも含めて今

回の値上げも考えていかないと、することもしな

いで何でだというふうに言われるでしょうと、こ

ういう指摘をしているわけなんですよ。

ただ、今部長の答弁を聞いておりますと、その

ことは審議会にお任せをするんだというように聞

こえたんですが、その審議会は確かに審議会で一

定の将来の公立幼稚園のあり方、適正配置、適正

規模等とも含めて議論していただいて答えを出し

ていただかなければいけないというふうには思う

んですが、それだったら、この値上げについても

そこが明らかに出るまで置いとけばいいんじゃな

いでしょうか。あと少しのあれでしょう。それを

なしに、サービス向上もないんだと、それを余り

期待されると困るんだみたいな発言でしたよね。

確かに施設はよくなったというふうな御答弁は

いただいたんですが、これは本来、建物を建てた

ら一定の周期的に補修をしていく、改善をしてい

く、これは当たり前のことであって、それがたま

たま今期にずれるだけずれて、ある程度何カ所か

改修をされたにすぎないんではないですか。その

ことを余り胸張って、施設見てくださいよと言う

のはいかがなものかなというふうに思うんですが、

そのあたりについて改めてお聞かせをいただきた

いと思います。

それと、公立の受け皿、あともう少し余裕があ

るということであります。これはやっぱり公立の

幼稚園として、それを受け持つ教育委員会として

は、もっと自信を持って胸を張って、公立に来て

くださいよということをしっかり言わなければい

けないんじゃないですか。

さきの審議会の報告ですか、市民の報告会の中

で全市的に回られたとき、そのことを身にしみて

教育委員会はわかったんではないでしょうか。そ

のことの積極的なＰＲをしないで、泉南市の公立

の幼稚園というのは私は逆に守っていかれないん

ではないのかなというふうに思いますし、サービ

－１７１－

スの面においても、時間延長等々、現行のままで

もやろうと思えば一部の協力をいただいてやるこ

とは可能であるというふうに思うんですが、その

辺についてはどうなのか、再度お聞かせをいただ

きたいと思います。

○副議長（市道浩高君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） まず初めに、真砂議員の

質問の趣旨を的確に把握をしないで答弁したとい

うことにつきまして、私の不徳のいたすところで

大変申しわけなく思っております。

他市の入園料を取っている状況がどういう状況

のもとで取っているのかということにつきまして、

泉南地区におきましては岸和田市と泉佐野市が入

園料を取っておりまして、貝塚市、阪南市、泉南

市が入園料を取っていないわけでございまして、

あとこの入園料を取っている市町の考え方につき

ましては、私、今、現時点で把握をしておりませ

んので、早急に把握をさしていただきたいという

ふうに思っておりますので、御理解をいただきた

いというふうに思います。

○副議長（市道浩高君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） まず、入園料の問

題で教育長からの答弁もありましたけど、私も若

干補足してまいりたいと思います。

各市の入園料については、当然その市その市の

幼稚園条例で規定してるわけですけども、入園料

の定義までは載っておりません。

ただ、最近、大学の入試でも入学金は返還しな

いけども授業料は返還するというような、いろん

な訴訟で結果が出ております。したがって、入学

金というのはいわゆる手続費、あるいは入学の許

可費というような形でどうも取られておるようで

す。

授業料については、入学しようとしよまいとじ

ゃなくて、あくまで受けられる対価として、だか

ら入学の手続をしながら――大学の場合ですけど

も、入学手続をしなかった方からは、今、授業料

返還ということで、そういう裁判になっておりま

す。したがって、入園料の考え方は、そのような、

受けた限りは手続あるいは合格した場合の許可費

というようなことだと思います。

ただ、本市の場合は、もうずっと一貫して入学



費は取っておりません。これはやはり入園当初、

制服、制帽とか教材費、いろいろ保護者の方は物

入りであるから、その物入りを軽減するという、

そのような配慮であったということをお聞きして

おりますし、現在もそれを踏襲いたしております。

それから、私立との関係の御質問がございまし

た。本市には、私立の幼稚園が２園ございます。

その方とほぼ同じぐらいの園児数かと思いますけ

ども、市立幼稚園は９園で定員が１，３８０人、と

ころが五百数十人ということで３分の１ほどしか

入っておりません。非常に枠があるということで、

これは御指摘のとおり、泉南市の幼稚園教育のよ

さ、あるいはＰＲの不足、その御指摘があろうか

と思いますけども、その辺は確かにそう考えてお

ります。

ただ、公立、私立が混在しておりますから、そ

の辺、保護者の選択というニーズもあろうかと思

いますけども、ある面ではやはり公立と私立の競

走的な教育の中で、泉南市の幼稚園教育のよさを

理解していただいて、市立幼稚園へ入園していた

だく、目を向けていただくという努力はより一層

やらなければならないかなと、そう考えます。

それから、引き続き先ほどの御質問の流れでご

ざいましたけども、人件費のウエートの高さ、受

益者負担の５０％、これをどうコスト削減をほか

のとこをしても、結局ここが詰まるところあるで

はないかということもありましたけども、私ども

もこの９園の中で経常的な経費、人件費を除く経

費については節減の努力をいたしますけども、人

件費、幼稚園教育はまさにマンパワーでございま

すので、これについてはやはりこのマンパワーを

活用して、できるだけ市立幼稚園に入園していた

だいて市立幼稚園の教育を受けていただく中で活

用していただきたいと、それは市にとっても必要

な人件費は負担である、そう考えております。

○副議長（市道浩高君） 中野教育指導部長。

○教育指導部長（中野辰弘君） 私の方から、今中

村部長の方からもありましたけれども、公立幼稚

園のアピールについて具体的にちょっと答弁さし

ていただきます。

公立幼稚園のアピールに関してですけれども、

具体的に３点ほどの方法を使ってやっております。

－１７２－

１つは、現場の方になるんですけれども、３才

児親子登園と。来年度入園してくる子供さんを幼

稚園の方に招いて、幼稚園ではどういう教育をや

ってるかと。具体的に親御さんと一緒に保育に親

しんでもらうと。それが１つ。

それから、あと市のホームページですけれども、

そちらの方でも幼稚園の内容について説明さして

もらってます。それから、市の広報等も使わして

いただく中で、できるだけ幼稚園について知って

いただこうと、そういう取り組みをしてます。

あと、議員さんの御指摘ありました保育時間の

件ですけれども、具体的には昨年度から試行、本

年度から本格実施という形で、月曜日は１時半ま

で、それから火、木、金に関しましては２時半ま

で、以前よりも時間延長をして、できるだけ保護

者の方のニーズというんですか、それにこたえる

ような形で実施さしてもらってますので、ひとつ

よろしくお願いしたいと思います。

○副議長（市道浩高君） 真砂議員。

○２１番（真砂 満君） 入園料の考え方につきま

してはわかりました。教育長もお忙しいでしょう

から、他市の調査は結構でございます。

それと、中村部長はコスト論の話なんですが、

マンパワーである限りこの４億９，０００万、ざっ

と５億ですね。この人件費については極力さわり

たくないという趣旨については、よく理解をいた

します。しかしながら、今回のように、このコス

ト計算例のように、この数値を出されてくるとき

にはこの部分をさわらざるを得ない、これははっ

きり指摘をしときたいというふうに思ってます。

確かに今の教職員を当然きちっとした正職の中

で正しい教育をしていただく、これはもう至極当

たり前の話なんですが、やはり言いたいのは、１，

３８０という定数枠があって５４４、この実態で

すよね。ここをやっぱりきちっと公教育を預かる

教育委員会として十分な反省も含めてやっていた

だかなければ、中野部長が今ホームページである

とか、いろんな方策でＰＲをされているというこ

とでありますけれども、一番大切な保護者の要求

実態から大きくかけ離れておる。胸を張って今、

週何回の１時半なり２時半というようなこともお

っしゃっておられますけども、現実はそういった



時間帯ではなく、もっともっと遅くまでという希

望があるわけで、そのことが私立の幼稚園の増加

につながってきていると。また、教育の中身の点

もあろうかというふうに思ってます。

その辺は、きちっとまた審議会の方で議論され

るということでしょうけれども、私はそれを待つ

までもなく、教育委員会内部できちっとその辺は

詰めておかなければいけないし、そういった職員

も教育委員会の中におられるわけですから、そう

いった職員も含めてきちっと議論をすべきではな

いのかなというふうに思いますし、あえて安易に

こういったコスト論だけで値上げをということも

いかがなものかなというふうに思うんです。

今回、値上げをすることによって１，３００万程

度ですかな。もっと上がるんかな。もっと下がる。

１，０００万ぐらいですか……の増。確かに泉南市

のこの財政で１，０００万円ふやすというのは、の

どから手が出るほど欲しい金額かもわかりません

けども、それと私はそのことに伴うサービスをや

っぱり向上さすべきだろうと思ってますし、その

近道は、内部できちっと議論をしていただく中で、

時間延長等々についてもっと真剣に議論していた

だいて、試行から実施という段階に入ってますか

ら、それをさらに充実させるべきだろうというふ

うに思うんですが、改めて教育委員会の方針を聞

かしていただきたいと思います。

○副議長（市道浩高君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） まず、コスト削減につい

て、もっと人件費の部分にメスを当てるべきでな

いかという御質問でございますけれども、教育委

員会といたしましてもこのコスト削減について、

やっぱり人件費の部分をどうしていくのかという

ことは、非常に大きなコスト削減のテーマの１つ

かなというふうに思っております。

議員も御承知のように、前回の答申の中で適正

規模、適正配置、あるいは長期的にいくと３歳児

保育の検討をしていくというような御指摘もござ

いましたし、また白紙撤回になった段階で全市的

な見直し、あるいは保幼一元化というような視点

で幼稚園教育を抜本的に総合的に見直すべきであ

るというような御指摘もありますので、そういっ

たことの観点で、もう一度教育委員会といたしま

－１７３－

しても幼稚園制度の総合的あるいは抜本的な見直

しをしていく中で、コスト削減につきましてもあ

る程度実現できるんではないかなというふうに思

っております。

それから、やっぱり措置率ですね。これが半分

以下ということでございますので、やっぱり教育

委員会として、公立幼稚園の魅力というものをも

っともっとＰＲをしていく必要があるというふう

に思っておりますので、そういった意味で今度４

月から教育問題審議会の中でもそういった視点で

論議をいただけるというふうに思っておりますの

で、今の御指摘の点につきましては、十分我々も

意識をして取り組んでまいりたいというふうに思

っておりますので、よろしくお願いをしたいと思

います。

○副議長（市道浩高君） 質疑の途中でございます

が、３時５０分まで休憩いたします。

午後３時２４分 休憩

午後３時５１分 再開

○副議長（市道浩高君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

議案第７号に対する質疑を続行いたします。質

疑はありませんか。――――井原議員。

○１番（井原正太郎君） 休憩前に真砂議員の方か

らかなり詳しい質疑がありましたんで、簡単に質

問をさせていただきたいと思います。

今回のこの幼稚園保育料改定に関する議案の背

景を示していただいたんでありますけども、１つ

は、資料にもありますけども、他市の状況をどの

ように分析をされておるのかという点、この点を

答弁いただきたいなと。

先ほども若干触れられたんですが、いわゆる公

立、私立の１人当たりのコストですね。このコス

トをもうちょっとわかりやすく表現してひとつ答

弁をいただけないのかということ。

もう１点は、こういう７，０００円から９，０００

円、２，０００円の値上げに関して、育児をされな

がら働いておられる家庭への配慮をどのように考

えたのかどうか。

もう１点は、先ほどの質疑と若干ダブって恐縮

なんですが、人件費、管理運営費というのは、こ

れは私も並行して行わなければいけないというふ



うに認識をしておるもんですが、どうも先ほどの

質疑ではこの点に関する努力なり、あるいは具体

策が見えなかったなというふうに理解をしておる

んですが、それでよろしいのかどうか。

まず、４点について答弁をお願いいたします。

○副議長（市道浩高君） 答弁を求めます。中村教

育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） ちょっと御質問を

聞き逃したところがあるかもしれませんので、ま

た御指摘いただきたいと思います。

まず、他市の状況でございます。これは議案の

関係の資料で御配付さしていただいておりますが、

私どもはこの泉州、いわゆる堺以南の９市の中で

は現在下から２番目の年間の保育料ということに

なっております。それで、今後改定いたしますと、

今度は９市の中では上から３番目というような状

況になってこようかなと、そう考えております。

それと、コストでございます。私学のコストと

いうのは、これは公表をしておりません。私ども

が例えば泉南市内の私立砂川幼稚園の保育料、こ

れは年額２０万４，０００円という金額をつかんで

おりますけども、砂川幼稚園さんがどのようなコ

ストで保育に当たられておるかというようなこと

はつかんでおりませんし、どの私学もそのような

資料は公表をしていないというところがあります。

それと、自治体によっては公立がない、あるい

はあっても少なくてほとんど私学におんぶしてい

るというような自治体もございます。逆に、私ど

もの市では市立幼稚園、公立幼稚園が９園、私立

が２園というような、こういうところもあります

けども、いろんな自治体、自治体によって状況が

違うということは御理解いただきたいと思います。

ちょっと漏れておりましたら御指摘いただきた

いと思います。

すみません。ちょっと答弁漏れがございました。

今回、月額で２，０００円のアップでございますけ

ども、私どもはいわゆる経済的な弱者、経済的に

困難な方への配慮、これも一方で実施いたしてお

ります。その施策は２つございまして、１つは保

育料の減免というやり方、もう１つは就園奨励費

の支給というこの二本立てでやっております。

ちなみに、先ほど真砂議員さんの御質問の中で

－１７４－

最後ちょっと答弁できなかったんですけども、今

回の月額２，０００円のアップ、その効果額はどの

くらいなのかということで、大体１，０００万程度

ではないかなと思います。といいますのは、１４

年度の園児数５４４人でございましたけども、１

４年度の実績として減免対象者が約１３０名おり

ます。したがって、４００名程度が全額納入して

いただけるということで、お１人月額２，０００円、

年間では２万４，０００円ですから、掛けますと４

００人であれば９６０万という計算になります。

そういうことで、約１，０００万程度の歳入増では

ないかなと、そう考えております。

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

○１番（井原正太郎君） ただいま答弁いただく中

で、最初の質問の中で、いわゆる人件費、管理運

営費を並行してこれは値上げをしようとするんで

すから、そこら辺に対するコスト削減の努力は当

然必要であろうというふうな観点から、一定どの

ような努力があるのかという私の質問であったわ

けであります。次に答えてもらいたいと思います。

もう１点は、先ほどの答弁の中で、今の質問と

若干ダブるんですけども、職員の方々７３名、こ

の方はやめさせられない事情があると。これはよ

く理解できるんですが、逆にまた、今の公立の幼

稚園においては余裕があるんだと。しかし、やめ

させられないんだというこのいわゆる乖離、これ

をどう埋めるのかというふうな努力が全く見られ

なんだなというふうに私は考えるわけなんですね。

だから、２，０００円上げるわけですから、みず

からの努力をどこに求めるのか。やめさせられな

い、余裕はある、いわゆる就園の努力はするとい

うふうなことで、この辺に敏感にこたえないよう

では、やはり市民の方々に理解を得られないんじ

ゃないか。この点についてもお答え願いたいと思

います。

それと、先ほど特に減免制度、就園の奨励費の

制度があるからというふうな話もあったんですが、

私は育児をされて働いている家庭、それと今、日

本が置かれとる少子・高齢化という中で、子供を

いかに育てやすい環境をつくるかという観点から、

国策としてやはり待機児童をゼロにしようである

とか、あるいは乳幼児医療を何とか負担して子供



さんを育てやすい環境づくりをしていこうとか、

あるいはまた児童手当制度であるとか、国の制度

そのものは、今こういう厳しい少子化の中にあっ

て育てやすい環境をつくっていこうという流れの

中にあるわけなんですね。

そういった意味から、４年に１度見直す、だか

らこうこうこういう計算でこのような金額が出て

くる。これを単純に受けてこれをやろうとするの

は、いささか無理があるんじゃないだろうか。も

う少しやはり心の通った方策はあっていいんじゃ

ないか、このようにも思うわけですが、まずその

辺お答えを願いたいと思います。

○副議長（市道浩高君） 理事者に申し上げます。

答弁に関しては、聞かれたことに対し簡潔にお願

いいたします。中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） コスト削減の努力

はいかになされているのかということで、まずお

答え申し上げます。

数字的にはまだお示ししておりませんでしたけ

ども、今、幼稚園の職員、３人おれば１人は正職

以外でございます。そういうことで、正職員の新

規雇用をずっと長年やっておりません。そういう

中で、３人おれば１名は正職員ではないというよ

うなその状況でおります。したがいまして、その

辺の努力はいたしております。

それと、４年に１回、今回行財政改革の一環で

見直しをする中で改定させていただきたいという

結論を得たわけですけども、これは市全体の統一

的対応ということでございますから、それに基づ

いて見直し作業というのをやったわけです。

したがいまして、原則４年に１回、見直し作業

はこれにのっとって今後もやっていきたいと思い

ますけども、直ちにそれが改定につながるかどう

か。それはやはり本市の保育料の位置、どのよう

な位置にあるのか、それと他市の状況はどうであ

るのか、あるいは私立の保育がどうであるのか、

いろんな要因も絡んでまいりますので、見直しと

いうのは一応行財政改革の一環で市の統一的対応

ということにのっとっていきたい。ただ、それが

直ちにその都度料金改定につながるかどうか、こ

れは別問題で切り離していきたいなと考えており

ます。

－１７５－

○副議長（市道浩高君） 中野教育指導部長。

○教育指導部長（中野辰弘君） 子供を育てやすい

環境と、それから今の保育料の値上げと矛盾する

んではないかと、そういうことに関して御答弁申

し上げます。

幼稚園の子育ての取り組みなんですけども、子

供を育てる環境ということで幼稚園の取り組みを

御紹介さしていただきますけれども、例えば幼稚

園の場合、教育相談――保育に悩んでいる保護者

の方に対して相談に応じるというんですか、そう

いう相談機能等も実施してます。

それから、園庭開放というんですか、園庭の方

に普通の公園のような形で遊びに来ていただくと。

それから、先ほど申し上げました３歳児親子登園

と、そういう形でも子育て相談等実施さしていた

だいてるんですけれども、これらの施策を維持す

るというんですか、すべてがすべてじゃないんで

すけれども、維持するという意味でも保育料の値

上げの方を図りたいと、保育料値上げの一部をこ

れに使いたい、そういう考えもありますので、御

理解いただけたらと思います。

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

○１番（井原正太郎君） 営業努力あるいはコスト

ダウンということに関しては、職員の中身におい

て相当な苦労をされておるんだというふうな話が

ありました。

ただ、私は、先ほども申しましたように、具体

に一面いわゆる余裕がある、それからやめさせら

れないというふうなことは、これはシステムの上

からもきちっと考えないといけないんじゃないか。

だから、先ほどの真砂議員の質問にもあったんで

すが、これだけの額を上げようとするからには、

内部の事業努力が当然出てこないかん。ただいま

の答弁では、余裕があるという反面やめさせられ

ないというこの矛盾、これはやはり努力をしなけ

ればならない点の１つじゃないかなと、私はこの

ように理解しております。

そういった意味では、見解を改めて求めたいの

と、それから行財政改革大綱の一環として４年に

１度というこの見直し、それと今回の値上げ、必

ずしもこの使用料、手数料は値上げされるもので

はないというふうな結論づけをされておるんです



けども、この幼稚園保育料の改定というのは、私

から見たらよりにもよって、またこの額において

も、３０％という制限の中で配慮はされとるわけ

なんですけども、この点はやはり僕は配慮にもっ

と意を尽くさなければ理解が得られないんじゃな

いかと、このように思うんですね。

それから、もう１点、今答弁いただいた中で、

内部的にはいろんな相談を行ったり努力を積み重

ねて今日にまいっておるようでありますが、先ほ

ど私が質問したのは、やはり国策との整合性、い

ろんな形で今、国そのものが育児あるいは子育て

に関して何とかやっていきやすい環境をつくろう

というふうな形でこまを進めておる、このように

理解しとるんですね。

このことと今回の値上げは、ただいまの答弁で

はマッチングをしないというんですか、このよう

にも受け取れたんですけれども、私はもうちょっ

と国の政策とも整合性を図りながら、今回の値上

げの額にしても、あるいは値上げそのものにして

も、もっと慎重な検討なり、あるいは各方面との

相談の上での方向性を示す必要があったんじゃな

いかと、このように思うわけであります。答弁願

います。

○副議長（市道浩高君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） コスト削減について教育

委員会としてもっと具体的な努力の姿を示すべき

であるということの御指摘と、それから国策との

整合性をどのように考えているのかということに

つきまして御答弁申し上げたいと思います。

先ほど中野部長から、結局保護者に魅力のある

幼稚園教育のＰＲというようなことで、園庭開放

であるとか、あるいは子育て相談みたいな内容で

説明をさしていただきましたけれども、我々もこ

の措置率が非常に低いということにつきましては、

非常に大きな、教育委員会としての努力をもっと

もっとそこの部分に当ててしていかないといけな

いかなというふうには思っております。やはり十

分保護者のニーズにこたえ切れていないという部

分が措置率の低さにつながっているのかなという

ことで、やっぱりもっともっと保育内容を充実を

さしていくといったようなことで取り組んでいく

必要があるかなというふうに１つは思っておりま
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す。

それから、国策との整合性ということでござい

ますけども、議員御承知のように次世代育成の行

動計画を今度策定をするということになっており

ます。これは教育委員会もその次世代育成の行動

計画策定委員会の中に入りまして、健康福祉部と

連携しながら、いかに少子化に歯どめをかけるか、

若い保護者の方々が安心して子育てをしていける

ような環境づくりをしていくためにはどのように

していくべきかというような行動計画を策定して

いくわけですけども、そういった内容で我々とし

ても教育委員会、それから健康福祉部が強く連携

をする中で、そういった方向を求めてまいりたい

というふうに思っております。

○副議長（市道浩高君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） コスト削減の努力

という御質問がございました。

幼稚園の園児というのは、やはり若干毎年変動

がございます。ただし、１クラス教員１人３０人

という数でその年その年の必要職員数が把握でき

ます。教員全員が正職でないというのは、やはり

そういういざというときの変動に対応できるよう

なということも含んでおります。園児数が減ると

いうことになれば、その辺の弾力的な対応として

教職員の配置をやっております。それがひいては

人件費のコストの削減の努力であろうかなと思い

ますけども、いずれにしましても、その辺全教員

が正職員ではないという中で努力はいたしており

ますけども、ただそのような中でもやはり質がい

いといいますか、できるだけいい先生を募集し泉

南市に入っていただく、そういう努力はいたして

おります。

○副議長（市道浩高君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 人件費、管理運営費の節減

努力をということにつきまして、行革を担当して

おります私の方からも一言御答弁をさしていただ

きます。

今回、行財政改革大綱の第３次案をつくります。

ローリング案には、国基準を超えた部分について

一定見直しをさしていただいたわけでございます

けども、いわゆる管理運営経費の節減に向けて一

定の公設民営等も、もちろん教育委員会で一定結



論を出していただかないけませんけども、一方で

そういう努力を教育委員会と協議をしながら求め

てまいりたいというふうに考えてございます。

また、いろんないわゆる管理運営経費について

も、額にしては人件費に比べると大きくはござい

ませんけども、そういったものについても引き続

き合理化の努力を――これは教育委員会だけじゃ

なくて全庁的な議論になりますけれども、第３次

行財政改革大綱の中でさらに具体的な項目を提起

して、全庁的に推進をしてまいりたいと考えてご

ざいますので、御理解のほどをお願いしたいと思

います。

○副議長（市道浩高君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） 保育料のことについてお

伺いします。

まず、１つは、今回７，０００円から９，０００円

になるんですけど、これは平成１２年と比較しま

すと実に１．８倍という値上げであります。あの当

時は１年に１，５００万ですけど、今度は平成１６

年から１，０００万ですから、１２年前に比べると

年間２，５００万の増収があるということですので、

普通の値上げでも、例えば私ども公団も国の方針

に基づいて３年に１回値上げするんですけど、大

体値上げ率は５％以下ですわ。まあ当然ですわな、

３年に１回値上げするんですから、この間は５，０

００円の２，０００円ですから４０％かな。それで

次がまた７，０００円の２，０００円ですから、この

値上げ率を見ると、また次の値上げを見るともう

１万円超しますわね。

だから、この値上げというのは、常識では３年

ごとに値上げする、まあ４年でするとしたら、や

はりサービスの内容、例えばどういうサービスを

するのか、保育内容はどう改善するのか、施設は

どういうふうに改善する、それを示してするのが

私は普通だと思いますよ。

公団でさえも３年ごとにルールを改定するんで

すけど、必ず改善内容を持ってきますわ。そうで

ないと、これはやっぱり我々は受け取らない、こ

んなのは。しかし、この泉南市の値上げは異常で

すわ、これ額が。３年で１．８倍でっせ。収入なり

ますか。例えば、若い世代の収入が１．８倍なんて、

今の公務員の給料見とったら下がっていくんでし
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ょう、だんだん、だんだん。それにちょっとぐら

い合わすなら別だけど、こんなね。

私は、まずそういう点で、この３年で１．８倍と

いうこの値上げに対して教育長はどう思ってんで

すか、まず聞きたいですわ。その若い世代の生活

をどう考えとるんか。

２つ目は、サービス内容。１２年前から１．８倍

だから、もちろんサービスは改善しなければなら

ないと。だから、どんなサービスが改善されたか。

さっき真砂さんへの答弁では、月曜日１時半、火

曜・木曜２時半という、これが改善されたという、

保育内容が改善されたんですけど、今度１．８倍、

さらに値上げが、父兄負担がふえるんですから、

もちろん改善されますわな。もっと給食が出ると

か、送り迎えするとか。今、非常に不安だからね。

それから、幼稚園児には防犯ベルを全部つけると

か、まずそういう目に見えた改善はされるのか、

それが２点目。

３つ目は、地財法の関係ですわ。要するに、こ

れは前に僕も指摘したんですけど、地財法２７条

の４に市町村は住民にその負担を転嫁してはなら

ないという中で、施設の問題をここで指摘しとる

んですけど、これは税外負担の問題ですわな。税

外負担で、いわゆる地財法ではこういうふうにな

っとるんだけど、これは地財法に違反してること

にはならないのか。ただでさえ高い税金で住民は

住民税で負担しとるのに、さらに倍のこういう負

担をするということはおかしいんではないかとい

う気がいたします。

３つ目は、幼稚園の今後の方針です。さっき言

ったけど、３年前に値上げすると言っとったんで

すけど、合併があるかないかは別として、幼稚園

として今後抜本的に施設の面、それから保育所の

中身の面、そういう、行革、行革言うんですから、

値上げばっかりして幼稚園の将来はどうなるのか

とか、もっと豊かになるのか、そういうことは一

向に示されない。その点は、幼稚園の将来像はど

うなっとるのか。

それから、こんだけ値上げされるんですから、

いわゆる保育料の減免規定はどういうふうに今後

考えられとるのか。その点、受益者負担は受益者

負担でやっぱり受ける方にとって改善も欲しいで



すわな、結局。その点はどうなるのか。

以上の点についてお伺いしたいと思います。

○副議長（市道浩高君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） 今回の保育料の値上げに

ついて、教育長としてどのように考えるのかとい

う御質問に御答弁さしていただきたいと思います。

先ほどの質問者にもお答えをさしていただいて

おりますけれども、非常に市財政の危機的な状況

が続いておるということはもう御承知のことでご

ざいまして、確かにリストラあるいは相次ぐ企業

倒産等、非常に長引く不況が続いている中で、若

い保護者の方々の収入も非常に厳しいものがある

というようなことで、非常に今回の２，０００円の

値上げにつきましては大変申しわけないなという

部分もございますけれども、市財政の危機的な状

況ということにかんがみて、ひとつ２，０００円の

値上げということを上程をさしていただいており

ますので、御了解をいただきますようにお願いを

申し上げたいというふうに思っております。

保育内容の維持あるいは市民負担の公平性、適

正な受益者負担、他市との状況、あるいは４年に

１度の見直しというような状況の中で今回の値上

げを提案をさしていただいておりますので、よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○副議長（市道浩高君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 何点かにわたりま

したので、順次お答え申し上げます。

まず、幼稚園の改善はどうであるのかというこ

とでございますけども、当然幼稚園教育はソフト

面あるいはハード面の両面の充実ということが考

えられます。特に、幼稚園の人件費を見ていただ

いたらわかりますように、やはり幼稚園教育とい

うのはマンパワーのウエートが非常に高いところ

がございます。そういうところで一定の教員を確

保し、幼稚園教育を維持しているということをこ

れは御理解いただきたいと思います。

それから、ハード面の充実ということになりま

すと、例えば１２年度からこの１４年度、昨年ま

での３カ年の間でも、幼稚園における修繕あるい

は工事、これで総額で３，４００万強使っておりま

す。したがいまして、ハード面での充実というこ

とで施設面は大いに改善さしていただいてるとこ
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ろでございます。

それと、今回の保育料の金額でございますけど

も、現在年間８万４，０００円ということで、泉州

９市の中でびりから２番目にあるということは、

まず一定理解していただきたいと思います。それ

と、同じ泉南市内の私立の幼稚園、これが年額で

２０万４，０００円という、これは保護者の選択と

いうこともあるんですけども、その辺も御理解い

ただきたいと思います。

それと、地方財政法の御質問がありました。保

護者への負担の転嫁はだめなのではないかという

ことですけども、地方財政法第２７条の４及び同

施行令の第１６条の３で市町村が住民にその負担

を転嫁してはならないという経費は、この中には

市町村立の小学校及び中学校の建物の維持及び修

繕に要する経費ということで、つまり義務教育の

施設について維持及び修繕の費用を保護者から求

めてはならないということですので、幼稚園は対

象外でございます。

それと、今後幼稚園についてはどのような施設

整備を考えられているのかということですけども、

９月に一定策定されました財政健全化計画のロー

リング案の中でも、１５年度から１８年度までの

４カ年間の普通建設事業費の内訳が添付されてお

りますけども、その中で一定、幼稚園の普通建設

事業費の確保というのも決められておりますので、

その辺はそれに即して一定の今後の修繕、工事、

それを引き続きやっていきたいと思います。

それと、最後になりますが、減免の御質問がご

ざいました。本市におきましては、二本立ての施

策を持っております。１つは保育料そのものの減

免、それともう１つは就園奨励費の支給というこ

とでございます。

特に保育料の減免については、泉南地域では内

容としては一番手厚い部分に属するのではないか

と考えております。人数でいいますと、昨年の在

籍園児５４４人のうち１３０人が減免の対象者で

ございます。

○副議長（市道浩高君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） 教育長にお伺いしますけ

ど、教育長の今の答弁、教育者らしくない答弁が

あったんですけど、あなたは教育者として、子供



の成長とか、それがまず大事じゃないですか。特

に幼稚園児というのは非常に未熟であり、今後成

長していく世代であると思います。そういう世代

に対して教育環境を改善するとか、そういうこと

は非常に必要だと僕は思います。今あなたの話を

聞くと、行財政改革、これが優先すると。こうい

う答弁に私は聞こえたんです。

それではお伺いしますけど、平成１１年に各校

園から出された、ここにありますが、修繕要望な

んです。これ、僕数えたら９３項目ありますわ。

ここで一番多いのはクーラーの設置だけど、各幼

稚園にはクーラー全部設置されましたか、まず聞

きますけど。小さい子供は発汗作用がちょっと調

整できないんですけどね、こういう問題。こうい

う切実なものが９０……、あんた、これ見ました

か、平成１１年からで、これ。答え聞きましょう

か、どこの幼稚園でどうだということ。見ました

か、全部。

こういうのを読んどったら、あんたみたいなあ

んな答弁出てきませんで、普通。行財政改革が先

行するとかね。一部は、僕は行財政そのものは否

定はしませんよ、そのことについて。しかし、教

育者としてはまず修繕、これを優先すると、少な

い予算の中で。中村部長はこう言いましたわね。

平成１２、１３、１４で大体３，４００万程度修繕

したと。しかし、例えば平成１０、１１、１２年

では幾ら使ったかというと、これは大体２，０００

万弱、修繕項目でお金使ってますわ。とすると、

３年間で４，５００万ほど値上げしたんですけど、

使ったお金は大体年間５００万の１，５００万だか

ら、４，５００万値上げして１，５００万程度しか使

ってないんだから、どういうふうに評価するか別

ですが、僕はその点については、さらに今度、毎

年１，０００万値上げするんですから２，５００万で

しょう、平成……。そら、年間５００万程度の修

繕ではちょっと僕はね。

聞いたら、平成１２年以降はもう修繕――これ

出してないんやてね、幼稚園、これは。出さない

ようになったんやて。もう直接市教委が行くこと

になって、そういうストップまでしとるんです。

あなた、それどう思いますか。

修繕はいいんやけど、こういうね。修繕費も一
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部だけど、行財政改革、改革て、それを優先する

んじゃなくて、これだけ修繕項目が出とると。そ

ういうものに対しては対応すると。値上げ幅も大

きいけど、そういうことが必要じゃないか。

それで、もう１つ。幼稚園は耐震予備診断はま

だ出てないん違いますか。これは松本議員が何回

も何回も要求しとるんですけど、平成１２年以後、

耐震構造は幼稚園はストップしたままですわ。と

いうと、うちの一丘幼稚園でもことしで３１年。

だから、４０年近く超えとる幼稚園はあるような

気が僕しますわ。これなぜしないんですか、この

耐震。小学校はありました、たしか。そら大規模

改修やらなあかんとかいろいろあるけどね、最低、

幼稚園の耐震もやらないと。だから、僕言うとる

でしょう。幼稚園が将来どういう形になるのか、

きちっとしたそういう姿を見せなさいよと。全然

見えてこないでしょう、幼稚園について。

まあ、そら僕は賛成、反対の意見の人、例えば

幼稚園のいろんな問題、一切そういうのは見えて

こないん違いますか。ただ行財政改革、行財政改

革、あんた言うとるだけ違いますか。その辺どう

ですか。全面的に答えなさいよ、さっき言うたク

ーラーの問題から。

○副議長（市道浩高君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） 今回の値上げについて、

行財政改革の視点だけではなくて、もっと保育内

容をいかに充実をさしていくのかという視点で答

弁をしろという御質問だったというふうに思いま

す。

この保育内容をどう充実さしていくのか。もち

ろん、先ほどからこの値上げに伴うサービス内容

という内容で、先ほど部長の方からも答弁をさし

ていただいておりますように、私としても子供た

ちが健全に豊かな人間性を保ちつつ成長をしてい

くという環境づくりのために、やっぱり教育委員

会としても努力をしていかないといけないという

ことの中に、保護者のさまざまな保育ニーズにこ

たえていく。

１つは、子育てに非常に不安を持っている保護

者の方々もおられますので、そういった保護者に

対して、子供たちがお家に帰った後で、そういっ

た子育てに不安を持つ保護者の方に教育相談、子



育て相談を行うということの内容であるとか、あ

るいは保育環境を充実をさしていく、保育内容を

充実をさしていくということにつきましては、や

っぱり職員の研修、職員の意識改革というのが非

常に大事なポイントだというふうに思っておりま

すので、職員に対して、人権であるとか、あるい

は環境、ジェンダーの問題、そういった内容につ

いて研修を重ねて職員の資質を高めるということ

の中で保育内容が充実をしていく、豊かになって

いくというふうに考えておりますので、御理解を

賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

○副議長（市道浩高君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） ２点についてお答

え申し上げます。

まず、平成１１年度の各幼稚園からの要望につ

いてお示しされました。それについてお答え申し

上げますけども、平成１１年度まで各幼稚園にお

いて修繕箇所等の要望、確かに出されておりまし

た。それを重ねますと一定の分厚いものになると

いうような、何から何まで細かいことまで書かれ

ていたということで、本来、幼稚園施設を保全す

るにはどこからまずやっていくべきか、そういう

優先度といいますか、必要性というのをやはり現

場の先生方は余り御理解されていないということ

で、１２年度から保全調査ということで調査の方

式を変えております。

これは、私どもの技術職員が各現場へ参って現

場を見せていただきながらお互いに議論する中で、

その年あるいは翌年にどこを重点的にどのように

すれば一番効率的に、あるいは効果の上がる修繕

ができるのかという方式に変えましたので、ちょ

っとやり方が変わっておりますことを御理解いた

だきたいと思います。

それと、耐震予備診断について結果がまだ配ら

れていないということがございました。まず平成

１２年度で小学校、１３年度で中学校、平成１４

年度で幼稚園の耐震予備診断を実施いたしました。

この１２年度の小学校、１３年度の中学校の報告

書、これは議員各位にも御配付させていただきま

したけども、１４年度実施した幼稚園の予備診断

については、現在検証中でございます。早ければ

年明けの関係の常任委員会、委員協議会なりでお

－１８０－

示ししたいなと、そう考えております。

いずれにしろ、この耐震予備診断の結果を踏ま

えて、これで小・中・幼２４の学校・園すべて予

備診断の結果が出たということになりますので、

それに基づいて優先度、効果度、緊急性、いろい

ろ勘案する中での施設整備計画をつくってまいり

たいと考えております。

ただ、現在１８年度までの財政健全化計画実施

中ですので、その健全化計画の中に普通建設事業

費の推移といいますか、金額が載っておりますの

で、当然それの制約もございますけども、その中

できちんと対応してまいりたいと、そう考えてお

ります。

○副議長（市道浩高君） 中野教育指導部長。

○教育指導部長（中野辰弘君） クーラーの件につ

いて御答弁申し上げます。

幼稚園の園舎の方ですけれども、こちらの方に

はクーラーは小学校、中学校と同じように配置さ

れておりません。

必要と言われましたら、今後の検討課題になろ

うかと思うんですけれども、現時点ではクーラー

は設置されていませんので、よろしくお願いした

いと思います。

○副議長（市道浩高君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） 小学校は有料でないと。

だから、小学校は地財法に違反しないと。幼稚園

については有料、取ってもいいと言うなら、私は

受益者負担、サービスをするなら、もうこれ平成

１１年以上前からクーラーの設置が――これ全部

せえと言うてませんわ――出てますから、そのク

ーラーの額を、例えば年間１，５００万値上げして、

それは修繕費に全部使われるとは僕は思いません

けど、計画的に各園から出とるクーラーぐらいの

それをつけても、別に有料化で保育料まで取って

おるんですから、それは一定そういうことを、お

金まで出しとるんですから、そういう点ではサー

ビスを、普通こういうことは別にやっても、１，０

００万も２，０００万もするもんだったら僕は別に

あかんと言いますけど、それはやってもいいんじ

ゃないかと私は思うんです。

それと、耐震の問題なんですけど、結局耐震の

問題というのは、平成１２年度で、ここにいろい



ろ書かれとるんだけど、これはどうなんですか。

値上げはするんですか。３年おきにしていくんで

すけど、こういう大規模改修は値上げとは別と。

ひびが割れてくるとか、いろんな、いっぱいある

んだけど、それも改善されないし、その具体的な

プランというのは、値上げは一方ではするけど、

幼稚園の未来像についてはそれはまあ財政と。片

方では上げといて、あとは財政と相談すると、そ

ういうことでしょう。片方ではどんどん、どんど

ん上げて、片方では財政と相談するということで

すからね。値上げされる者はたまったもんじゃあ

りませんわ、それは。

それは市の理由か知りませんけど、保育園に高

い保育料を払う父兄にとっては、ひびは割れとる。

いろんなのがあるでしょう、修繕。もうこれ以上

ちょっとがたがただと。そういうことについては

何一つ抜本的なやつを示さないで、３年ごとにこ

れどんどん、どんどん上げていくとなったら、こ

ういうのはちょっと不公平じゃありませんか。私

はそう思いますよ。不公平だと思いますよ。

ここに書いてありますわな。市民負担の公平感

を図る観点から保育料――市民負担の公平感て、

これは絶対公平感ありませんで、今回９，０００円

になったら。絶対公平感ないわ、こんなん。特に、

収入の低い保育層には。ぎりぎりの人にはありま

せんわ、若い人たちは。まあまあ共働きで高い収

入ある人やったらある程度わかるんですけどね。

若い人が中心でしょう、幼稚園の人は大体。これ

はやっぱりこたえまっせ。

私は、そういう点で公平と言うが、果たして公

平なのか。４年後また上げるでしょう。見直しっ

て、これは上げることですわ。下がったら大歓迎

だけど。

その点、どうですか。教育長、根本的な幼稚園

の耐震の問題、修繕の問題。値上げはいつもする

けど、もう２回目だからね。その点について、耐

震はさっき１８年の健全化云々、そういう点はど

うなんですか。

ここに書かれとるんだけど、行財政改革には、

私は賛成――きっちり行財政改革については書か

れとるんですわ、ここに幼稚園について。見まし

ょうか。ここに幼稚園何て書いてあるか。出てな

－１８１－

いけどね。賛成してないけど、全く出てないけど、

計画は。平成のここに、幼稚園のことが２カ所載

ってますわ。これ、されてない。僕は賛成してな

いけどね。

そういう点では、もう一遍耐震の問題、修繕の

問題、そういう点についてはどういうふうに――

もう年々ないんですけど、それはどういうふうに

教育委員会として考えられてますか。

○副議長（市道浩高君） 中野教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 先ほど御答弁した

こととまたダブってくることがあると思うんです

けども、少なくとも現在の金額が泉州地区の中で

は下から２番目という金額でもある。他市の状況、

それと私立の保育料の状況、それと私学、そうい

うのを念頭に置いて一定の負担を上限を抑えると

いうようなことも考えて設定さしております。

先ほどからもお答えしておりますように、毎年、

施設の修繕、工事、こういうのも着々とやってお

りますし、各施設回っていただければ幼稚園は非

常によくなってるという印象を必ず持たれると思

います。

それと、議員御指摘の逆のことにもなりますけ

ども、現在５億数千万、年間幼稚園費で要ってま

す。そのうちの４，０００万円を保護者の方が負担

していただいて、あとは全部市の一般財源で投入

されて運営されているということになりますと、

多くの市民の方から逆に、そしたら受益者負担は

どうなっているんやという指摘もあろうかと思い

ます。

当然、受益者負担されている保護者の方には、

それなりの私どもきちんとした見解、これまでも

進めておりますけども、御理解いただくという努

力はやっていく必要がありますし、いろんな面で

の教職員の質の問題、あるいは施設の改善の問題、

まだまだ努力が足らないということがあれば、そ

れに基づいてやっていくわけですけども、一方で

保護者でない市民の方から、やはり公平感といい

ますか、幼稚園に非常にそういう投入していると

いうこともやはり御理解していただくということ

になれば、当然受益者負担ということも一定御無

理をお願いする。それが金額としてはいろいろ抑

えて月額２，０００円ということでなってるわけで



ございますから、どうかそれで保護者の方あるい

は市民の方に御理解はいただきたいなと、そう考

えております。

○副議長（市道浩高君） ほかに。――――島原議

員。

○１６番（島原正嗣君） 質問をもうやめとこうと

思ったんですが、今の議論を聞いてて、たくさん

立派な資料もいただいてるんですけども、１つは、

保育料金の参考資料は、具体的に私学の料金、公

立の料金、いろいろ書いてるんですが、問題は、

保育の預かる時間とか、そういうようなものが明

確に書かれてない。

聞いててちょっと納得できないのは、３人に１

人は補助要員としてゆとりを持って教師を置いて

るんだと、こういう言い方をしてるんですけども、

これはあれじゃないですか、教育というのは、こ

れはもう何よりもかによりも１人の人間を育てる

ための一番重要な場所ですよね。スーパーの中で

野菜をパックに入れるアルバイトならこれはまた

別ですけれども、やっぱり自分の一生、生涯をか

けて子供たちを育てるという教師の理念や信念と

いうものが、これはもう絶対必要ですよ。そこら

あたりの生産工場の中で手が足らんからアルバイ

ト雇うてきて適当にすればええという問題と違う

でしょう、これ。このことを教育委員会はどう考

えてますんか。

問題は、料金でもギブ・アンド・テークですよ。

どういうサービスをするのか。それはサービスて、

言葉がどうかなと思うんですけど、どういう就学

前の教育をしていくんかと、どういう保育行政を

していくんかと。私学が人気あるというのはわか

りませんか。長い時間も預かっていただける。英

才教育もやってる。その対価として私学の料金を

取ってるんですよ。公立ができないというんやっ

たら、私学に全部委託したらよろしいがな。

例えば教師の時間にしても、義務教育とそうい

う幼稚園とか保育の関係の時間は、教師のおる時

間というのは短いんでしょう、ある意味では。８

時間きっちりおりますか。やりますか、授業を。

公立の場合は、１時か２時ごろ皆帰らすん違いま

すんか。だから、私学に何で人気があるんやいっ

たら、親御さんが働いてる、奥さんが働いてると

－１８２－

いうことで、ちょっとでも時間を預かってもらう

というメリットがあるから、送り迎えまでして各

地域に私学の幼稚園の車が走っているということ

にもなるわけですよ。だから、わずか５５０人程

度しか預かっていないということの根本的な原因、

理由を教育委員会でもっと相談せなあかんですよ、

これ。

じゃ、聞くけども、幼稚園教育、幼稚園の先生

方は何時から何時まで、どれだけの時間保育して

るんですか。その後は、子供たちを帰してからの

先生方の仕事はどういう作業をしてるんですか。

恐らく僕は、４時か５時までは先生方はおると思

うんやけども、子供は１時か２時に帰してしまう

んでしょう。その間、何か別の規定を設けて、そ

の幼稚園の先生方の残った時間のカリキュラムな

り、あるいは行動なり、何かやってるんですか。

どういうことやっているか、一回教えてください。

○副議長（市道浩高君） 本日は会期末であり、５

時で終了ですが、本日の会議時間は、議事の都合

によりあらかじめこれを延長いたします。中野教

育指導部長。

○教育指導部長（中野辰弘君） ただいま御質問の

園児の方の保育時間、それからその後の教師の勤

務実態について御答弁申し上げます。

園児の方の保育時間ですけれども、先ほどの御

質問でも御答弁さしていただきましたけれども、

月曜日は１時半まで、それから火曜日、木曜日、

金曜日に関しましては２時半まで保育してます。

水曜日に関しましては、弁当がありませんかげん

もありまして１２時半までと。

その後の教師の勤務実態ですけれども、種々あ

るんですけど、１つは校内研修ということで、教

師としての保育内容というんですか、保育技量、

それを磨くための研修会、さらには幼稚園の教師

としての資質を磨く研修等を実施してます。

それから、あと事例研修という形で、実際その

日にいろんな園児の対応について工夫することも

あるようなこともありますので、それについて全

教師の方でこういうふうに取り組んだらどうかと

いう形で情報交換やってます。

それから、一番大きい仕事、勤務内容としまし

ては、明くる日の保育内容に関するいろんな教材



の準備というんですか、幼稚園に行っていただい

たらわかっていただけるかなと思うんですけれど

も、幼稚園の場合は遊びを通していろんなことを

学んでいくと。その遊びのためのいろんな材料を

工夫しながら新たにつくっていくというんですか、

それでかなりの時間を割いてることも事実です。

だから、ちょっと目には見えないとこもあるん

ですけれども、教師としての力量を磨いていった

り、それから子供にどう返していったらいいか、

さらには次の日の教材研究、そういう形で対応し

ていますので、よろしく御理解お願い申し上げま

す。

○副議長（市道浩高君） 島原議員。

○１６番（島原正嗣君） 私も昭和３５年に議員に

ならしてもらってから、西信地区の保育園、それ

から幼稚園、これにはずっと参加さしてもろてま

すよ。だから、幼稚園が何してるか、保育園が何

してるか、時々お邪魔する場合もありますけれど

も、大体中身はわかってますよ。

けど、今答弁なされた、じゃ、きちっとした報

告はどないしてるんですか。ただ単に園長に任し

て、教育委員会としてのその吸収というんですか、

資料を集めてもらって、どこの幼稚園がどういう

ことをしたというような日報や月報というのはと

ってるんですか。

それと、もう１点、最近、小学校の校長もおる

し、中学校の校長もおるんですけども、そういう

管理・監督を絶対せなあきまへんで。最近、ちょ

っと評判悪いです。校長が例えば外に出て行く。

これはもう校長の権限でどこへ行ってるかわから

んようなこともありますよ。時々聞きますよ。そ

ういうきちっとした、管理者自身から明確な行動

をしないからいろんな問題が起きてくるんです。

だから、この値上げも、私がこれで言いたいの

は、幼稚園の場合と小学校の教育の場合と中学校

の場合と違うと。先生方は、小学校、中学校は大

体夕方まで教える場合、補習時間もありますから

目に見えるんですけども、幼稚園の場合は、今私

初めて聞いたんですけれども、そういう方法で毎

日適切にやってると、こういうことですが、その

チェックをどないしてるんですか。間違ったやり

方もやってるかもわからん。本来、教育委員会は
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そういうチェック機関としての機能をどう果たし

てるんですか。

そらよろしいよ、保育料上げても、きちっとし

たことをやってくれるんなら。だけど、ずうっと、

うちの場合はあれじゃないですか、何１つ変わっ

たことやってない。

例えば、今、成田議員さんの質問に学校施設の

改善とか何とかいう予算も部長の方から答弁あり

ましたけれども、やっぱりこの発想も変えないと。

これは幼稚園ばかりじゃないですよ。小・中学校

も役所で決めた予算はこれだけこうですよという

連絡はするけれども、例えば中学校の子供たちに

対しても、まあ子供に予算つけるというのはどう

かなと思いますけども、学校が考える、発想する

ことについての教育委員会の予算も考えてあげた

らどうですか。

西信中学校は西信中学校、一丘は一丘の学校が

あるわけですから、その学校の独自性で子供たち

やＰＴＡが考えることについて一定の予算をつけ

てあげると。上からもう上意下達でおまえとこは

１，０００万だと、これ以外ありませんとかいうや

り方ではなしに、その地域、その学校がいろんな

知恵を出し合って使えるような予算も将来は工夫

したらどうですか。子供だから何もよう考えんと

いうことでなしに、やっぱり子供の知恵もかるこ

とが大事ですよ。私はそういう考え方を持ってる

んですけども、教育委員会としてはいかがですか。

管理・監督をもっとやらないかん。だから、幼

稚園でそういうことをしてるんだったら、じゃ、

どういう形で集約してるんですか。泉南市内の各

幼稚園の行動について、子供たちを帰した後の、

１時半と２時半とおっしゃったでしょう。その後

の先生方の補習なり学習、自分たちの自己研修と

かね。これは夏休みの場合も言えると思うんです

けどもね。夏休みて、先生休まれへんでしょう。

研修期間とか――今度また冬休みがあるようです

けれども、それもきちっと学校で管理してるんで

すか、校長が。ちょっと答弁してください。

○副議長（市道浩高君） 中野教育指導部長。

○教育指導部長（中野辰弘君） 教員のチェックの

仕方というんですか、どういう形で管理してるん

かと。それに対しては、平素のこともありますし、



それから長期休業中と、この２つに分けて御答弁

さしていただきます。

長期休業中以外の教師の勤務内容に関しまして

は、年度当初に年間指導計画、それを出すように

要請してます。その中には幼稚園としての教育方

針、さらには研修体制、研修内容等、かなり細か

い項目を教育委員会の方に上げると、そういう形

になってます。

教育委員会としましては、その計画に基づきま

して、どの程度達成できてるのかと、その計画ど

おりいってるんかどうかということで、１つは２

学期の中ごろですけれども、幼稚園長に対して直

接ヒアリングを実施してます。それから、それ以

外に教育委員会の各指導主事が幼稚園に行きまし

て直接、合同研という名前ですけども、教育内容

について直接指導するというんですか、そういう

機会も持ってますし、さらには園内研という形で、

保育内容について幼稚園担当の指導主事が直接出

向いて行きまして保育内容を見せてもらって、さ

らにそれに対する指導をすると、そういう形で行

ってます。

あと、勤務時間等に関しましては、直接的には

園長の方で把握すると、そういう形になってます

けれども、それがうまく対応しているかどうかに

ついても学務課の方でチェックさしていただいて

ます。

それから、長期休業中の職員の勤務対応に関し

ましては、研修に行く場合はどういう形で研修す

るんかと、具体的に研修内容を書いたものを上げ

ていただくと。それから、それ以外、園内での研

修に関しましては、月中行事というんですか、月

ごとの行事予定の中に入ってきますので、そうい

う形で把握さしていただいている、そういう状況

です。

○副議長（市道浩高君） 島原議員。

○１６番（島原正嗣君） いずれにしても、こうい

う値上げをするわけですから、単に料金の値上げ

ということ、いろいろ計算すればどこを直さなき

ゃいかんという、そら金かかるのは当たり前です

よ。けども、これからの就学前の教育というのは、

義務教育と同様に、余り御父兄あるいは保護者に

負担をかけることはいかがなものだろうかなと僕
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は思いますよ。幼稚園ぐらいただでやってあげた

らよろしいやん、ある意味では。こんなん何千人

もおるんやない。全体で５５０ぐらいでしょう、

ある意味では。

だから、公立ができないというなら私学に委託

しなさいよ。立派にやってくれますよ、そら。嘱

託職員をたくさん使って、それは便法としては大

事やけども、そういう人たちには情熱は余りいき

ません。時間から時間務めたら、バイトやから。

えらい失礼な話でっせ。自分の生涯をかけて子供

を育てようという本職員、本採用とアルバイトの

場合は違いますよ。１つの工場でもそうでんがや

な。臨時工と本採用違いまっせ。ボーナスも違う

し、諸待遇も違うわけです。

大事なのは、今申し上げましたように、やっぱ

りきちっと子供たちと地域で触れ合って立派な子

供を育てるということが基本ですから、私は一般

の工場やあるいはスーパーさんのような形の考え

でやってもろてたら困ります。もっともっといろ

んな知恵を出し合って地域全体が盛り上がってい

くという教育方針にすれば、少々料金を上げても

父兄は何も言いませんよ。同じことを１００年前

も１０年前も１年前もやるから、いろいろ不満が

出てくるんですよ。もっと発想の転換をしなさい

よ。意見にかえときます。

○副議長（市道浩高君） ほかに。――――以上で

本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―中尾議員。

○３番（中尾広城君） 泉南市立幼稚園条例の一部

を改正する条例の制定について、反対の立場より

討論を行います。

泉南市立幼稚園条例の第１８条、「７，０００円」

を「９，０００円」に改める内容でありますが、今、

日本全体を見ましても少子・高齢化に向けて急速

に進んでいます。日本を挙げて、子育てをしやす

いように保育所、幼稚園の充実を行っているとこ

ろであります。

関連して申し上げれば、育児環境の整備充実は

国策としても近年挙げて取り組んでいるところで

あります。類似点の施策を見ても、乳幼児医療の

無料化への取り組みや児童手当の拡充、奨学資金



の拡充を見ても、少子化への対策を子供をどう育

てやすくするかの環境づくりが第一ととらえ、腐

心をしているのが今の社会状況であります。

また、今回の値上げの背景には、受益者負担の

適正化による負担率を５０％と算出されています。

また、園児１人当たりのコストは９４万９，３８０

円であり、５０％を乗じ、なお受益者負担の適正

化による負担計算が示されておりまして、３万２，

５７７円、月の負担による計算を提示してくださ

っています。また、上限改定率３０％を適用され、

上げ幅を２，０００円とされています。近隣各市を

見ましても、堺以南でも最も高い保育料となりま

す。具体には、堺と阪南に次ぐものであります。

そして、この背景には、人件費と経常管理運営

費を固定して園児１人当たりのコストが算出され

ています。私は、改めて人件費を含む経常的管理

経費を減らすことから始めなければいけないと考

えます。

したがって、今回の値上げは、その上げ幅から

しても国策からも賛成するわけにはまいりません。

以上、反対の討論をさせていただきます。皆様

の御賛同をよろしくお願いいたします。

以上です。

○副議長（市道浩高君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） 議案７号に対する反対討

論をします。

今、不況とリストラの中で、市民の生活状況は

極めて厳しいものがあります。平成１２年から見

ると１．８倍ということで、値上げについても極め

て大きな値上げと言わなければなりません。

反面、私の質疑でも明らかにしたように、泉南

市の幼稚園教育の将来の姿は、その中に特に子供

の姿は見えておりません。見えるのは、行政改革

という名のもとで赤字をこれほどまでに教育に負

担させるかという、こういう姿は見えております。

私は、保育内容の改善、また修繕内容について

もほど遠いものであります。結局は、行革の赤字

の負担を父兄負担させるものだけではないでしょ

うか。

以上のような理由で議案に反対するものであり

ます。

○副議長（市道浩高君） ほかにございませんか。
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――――以上で本件に対する討論を終結いたしま

す。

これより議案第７号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○副議長（市道浩高君） 起立多数であります。よ

って議案第７号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第３３、議案第８号 泉南市立老人

集会場設置並びに管理条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○副議長（市道浩高君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。神田助役。

○助役（神田経治君） ただいま上程されました議

案第８号、泉南市立老人集会場設置並びに管理条

例の一部を改正する条例の制定につきまして御説

明申し上げます。

議案書２９ページをお開き願います。老人集会

場の効率的な運用を図り、地域における自主活動

の活性化に寄与するため、老人集会場の設置目的

以外の使用に供する場合の使用料について無料と

する改正を行うほか、条例の題名において所要の

改正を行うため本条例を提案するものであります。

３１ページをお開き願います。改正内容につき

ましては、条例の題名を「泉南市立老人集会場条

例」に改めるとともに、第７条ただし書きの使用

料の徴収根拠となる規定を削る改正を行うもので

あります。

施行期日につきましては平成１６年４月１日か

らとし、使用料を無料とする改正規定の経過措置

につきましては、附則第２項に記載のとおりであ

ります。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○副議長（市道浩高君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――真砂議員。

○２１番（真砂 満君） これも総務委員会の方で



質疑をさしていただいてますので、考え方だけ再

度お聞かせをいただきたいと思います。

使用料、手数料の関係からいうと、この条例は

相反するものだと言わざるを得ないというふうに

まず思います。

それで、この老人集会場そのものの設置をした

根拠ですね。それと現実に今使用している現状、

この差異があると。ですから、そういった意味で

は、その現状に合わして条例も変化をさしていく

と、そういった趣旨だろうというふうに思います。

それであれば、逆にこういった老人集会場その

ものを地域コミュニティという場にあえて変更を

すべきだろうというふうに思いますし、その方が

かえって整理がつくんではないのかなというふう

に思うんですが、これはいろいろ補助の関係であ

るとか、いろんな制約なりそういった縛りがある

のかわかりませんけれども、現実に合わしていく

ならばそういった方が適切ではないのかなという

ふうに思うんですが、その辺についていかがなん

でしょうか。

○副議長（市道浩高君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 今

回の条例改正の御指摘の点でございますが、もう

少し今回の改正の理由、目的につきまして若干御

説明さしていただきます。

今回、第７条のただし書きで、市長において特

別の理由があると認めたときは別に定める使用料

を徴収することができると、使用料については施

行規則でうたっております。

だから、こういうことで規定されておりますが、

この規定につきましては、老人集会場が一部営利

目的で使用されることを想定したいわゆる例外規

定であるため、市民が使用を申し込む際に混乱を

与えるおそれがございますので、今回の改正によ

りこのただし書きの例外規定を削除し、老人集会

場の本来の使用目的に使用を限定することとさし

ていただいております。

ただし、運用面におきましては、老人集会場の

使用範囲を住民にわかりやすくし、また適切に管

理を行うため、新たに管理運営要綱を定めること

としてございます。その中で、御指摘の使用範囲

につきましては、老人福祉の向上や地域コミュニ
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ティの育成の観点に限定するとともに、あわせて

営利目的の利用を認めないこととさしていただく

と、こういうことで明確化さしていただくという

ことにしてございますので、よろしくお願いしま

す。

○副議長（市道浩高君） 真砂議員。

○２１番（真砂 満君） １回でやめとこうと思っ

たんですが、今のお答えですと、使用することを

限定するんですね。例えば老人福祉であるとか、

今おっしゃられました地域コミュニティに関する

部分での使用を認めると。それはもう無料でいく

んだということなんですよね。

そうなると、今まで老人集会場そのものの使用

は、今披瀝がありましたように、営利の目的もお

貸しをしてたということになってきますよね。ほ

かにも使い方、今言われました老人福祉に関する

ことや、区長を初めそれぞれのその地域のコミュ

ニティですね。一番使いやすい場所にありますし、

その場所を利用していろんな地域のことの話し合

いなり会合なりいろんな催し物をこれまでされて

きたと思うんですけども、それ以外でもお使いに

なってきたと、使ってたということになるんです

が、それをここでこうはっきり言われますと、逆

にその運用そのものがおかしかったんだろうと思

いますし、もともとの老人集会場という設置目的

から大きく逸脱をしてたことをあえてこの本会議

場で認めるということになるんではないのかなと

いうふうに思うんです。

それで、私がお聞きをしたかったのは、やろう

としていることについては別にそれでいいんです

が、その老人集会場という名前のもとで進めると

やっぱりいろんな問題があるんではないのかなと。

それであれば、もしその老人集会場という名前を

取っ払われるんであれば、何々地区のコミュニテ

ィセンターというような位置づけの方がかえって

いいのかなというふうに思ったんですが、そこら

あたりについてはどうなのか、お聞かせください。

○副議長（市道浩高君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 条

例に従ってこれまで管理・運営を各自治会、区長

を中心に自主的な管理でお願いしておったわけで

すけども、有料とするという点につきましては、



現に２カ所、約３万円程度、毎年有料としての収

入がございます。毎年３万円程度でございますが、

使用の範囲を４条でうたっておるんですけども、

地区老人クラブの集会に使用する場合、あるいは

老人福祉の増進を図るための自主活動の場に使用

する場合という２点に続いて、３点目にその他市

長が適当と認めた場合、４条、これを要綱できち

っと、コミュニティ活動も１つとして使用できる

ということを明確に今回要綱でさしていただきた

いと。

だから、できるだけその区あるいは自治会等で

いわゆる商売以外にはかなり拡大した御利用をし

ていただけると。例えば、区の集会あるいは青年

団、婦人会、いろいろ使われると思うんですけど

も、だから８月に実態調査したわけですけども、

既に自主的にそういう例えばコミュニティの関係

で使用されておる実態も調査で出ております。だ

から、実態に即した改正をして、明確に地元に安

心して使っていただけるということで考えており

ますので、よろしくお願いします。

○副議長（市道浩高君） 真砂議員。

○２１番（真砂 満君） ごめんなさい。これ、ほ

んまに１回だけでやめとこうと思ったんですけど、

僕が聞いてることにちょっと答えていただけてな

いんで。

もう難しいことを言うつもりはさらさらなかっ

たんです。ただ、老人集会場という設置目的から

すると、やっぱり現状と合わない。だから、条例

変更してると思うんですよ。そこらがちょっと違

うんかわかりませんけどもね。私は現実はそうだ

と思うんですよ。

だって、老人集会場の設置と現実に使っている

内容から見れば、全然意味のない使われ方をされ

てるはずなんですよ。されてるでしょう。まずそ

のことをやっぱりきちっと把握をした中でこれが

出てきていると思うんで、ただ言われているよう

な老人福祉であるとか地域コミ、商売関係どうの

こうのということ、その商売だけをオフにするわ

けではないんでしょう。使い方では、いろんな使

われ方してますやんか。例えば、政治的な利用の

され方もしてるでしょう。そこを利用してやられ

てますよね。そこで個人的な政治の利用をしてい
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る場合もあるわけでしょう。

それは、まさに老人集会場の設置目的からすれ

ば合ってないと思うんですよ。だけど、地域的な

いろんな事情の中で現実としてそういった使われ

方をしてるんで、それはそれで認めようというこ

とでのこの改正になっている、それが背景にある

というふうに思うんです。

それであれば、一番私が聞きたいのは、いろん

な意味で老人集会場というような１つの枠組みの

中で制約もあるかもわかりませんが、あえて名前

を取っ払って地域コミという形で変更した方が説

明もつくし、整理がしやすいんではないのかとい

う点について、これで３回聞くんですが、まだ２

回答えていただけてない。私が一番聞きたいのは

そこなんで、その部分についてどうなのかですね。

私自身もしっかり勉強してなくて質問して申しわ

けないんですが、その辺お示しをいただきたいな

と思います。

○副議長（市道浩高君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 今回の条例改正につきまし

て行革の観点からも整理をいたしましたので、位

置づけ等につきまして私の方から御答弁をさして

いただきます。

１つは、今回の条例改正の議論をいたしますと

きに、基本的に地元に自主管理というような形で

できないのかというようなことも検討をいたしま

した。そういう中で、１つはやはり起債あるいは

補助金等が入っているという中で、今議員御指摘

のコミュニティセンターというような名称変更と

いうのが現実問題としてなかなか難しいというも

のがございました。

それと、平成１５年の９月に地方自治法の２４

４条の２が改正施行されまして、これまで公の施

設の管理については、いわゆる地方公共団体ある

いは公共的団体に限って委託できるという規定で

あったんですけども、もう少し範囲を広くという

ことで指定管理者制度というのが導入をされてお

ります。こういう制度になれば、例えば地元の区

とか自治会に、もちろん条例でそういう相手先を

規定しないといけませんけれども、そういう方法

も１つ開けてきたという実態にはあります。

したがいまして、そういう財源の議論とそうい



う制度改正があったということで、少し中長期に

わたってこれは検討さしていただきたいなという

ふうに思っておりまして、基本的に今でも一定自

主管理という形でお使いをいただいているのが多

くの実態でございますので、そういうものを具体

に、そういう地方自治法の改正等があった中で変

更していく、あるいはもちろん地元の区、自治会

の意向というのもございますけども、変えていく

ということも今後研究していかなければならない

課題であるというふうに思っておりますので、少

しお時間をいただきたいと考えてございます。

○副議長（市道浩高君） ほかに。――――井原議

員。

○１番（井原正太郎君） ちょっと私も理解に苦し

むとこがありますので、簡単に質問さしてもらい

ます。

この７条のただし書き、これを削除をすること

によって、この７条の頭にある老人集会場の使用

は無料とすると、この部分の解釈と、それから大

変失礼なんですが、わかりやすい例えでちょっと

二、三例を挙げていただいて説明をいただきたい

と思います。

○副議長（市道浩高君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 今

回、７条のただし書きを削除することによりまし

て、本来の基本的に使用料は無料とするというこ

とになります。だから、第４条でも老人クラブあ

るいは老人の福祉の増進とか、そういう場合に使

用できると。ただし、３点目にその他市長が云々

というくだりがございます。

だから、今回、具体的に申し上げますと、無料

にした上で、先ほども言いましたように、例えば

地域コミュニティの活動の場として、青年団、婦

人会、そういう団体に、やはり明確に要綱でうた

うんですけども、そういう方にも明らかにした上

で使用していただくと。したがって、無料として、

今まで年に３万程度入ってきておったんですけど

も、営利団体については御遠慮をしていただくと

いう内容にしてますんで、だから実態に即した内

容に整理さしていただくということでございます

ので、よろしくお願いします。

○副議長（市道浩高君） 井原議員。

－１８８－

○１番（井原正太郎君） じゃ、目的にかなった場

合は、いわゆる原則――原則というんですか、こ

れはもう無料でいいですよということでいいとい

うことですね。それと、営利を目的とした使用は、

今までは一定の許可もあったというふうなことで

すが、全くこれは許しませんよということの理解

でよろしいんでしょうか。

○副議長（市道浩高君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 御

指摘のとおりでございまして、老人以外にコミュ

ニティのそういう活動にも、現状に照らして無料

とさしていただくと。いわゆる営利目的に集会場

を使用する場合はだめですよと。遠慮していただ

くということの改正でございますので、よろしく。

○副議長（市道浩高君） 巴里議員。

○２２番（巴里英一君） 老人集会場設置並びに管

理条例の７条の削除ということの提案だと。この

削除の内容、先ほども真砂議員のときに説明あり

ましたが、使用料は無料とすると。ただし、市長

において特別の理由があると認められたとき、別

に定める使用料を徴収することができるというこ

とを書いてあります。その場合は、どういった場

合が使用料を徴収することができるのか、それは

何なのかというのが１点ですね。

そして、先ほどの話を聞いてる限りでは、いわ

ゆる管理条例、これを削除することで地元に委託

のような表現だったと思うんです。委託云々で管

理等をお任せするということの表現だと思うんで

すが、それはそうなのかということですね。

その中にも出てきてあやふやなのかなと思うん

だが、使用料、いわゆる使用する部分については、

地元の者は徴収することができるわけですか。管

理さした相手が徴収できるんですね。使用料だか

ら、することができるんですな。任した限りは、

そこは自由な裁量権ですな。そのことが３点目。

それで、先ほど部長答えてましたように、管理

運営要綱を別に定めると。これ論議するときに、

管理運営要綱なしに論議できるんかという問題が

別にあるんですよ。どういうふうに僕が質問する

――今、質疑なんですね。質疑するのに、どの部

分がどうなのかちょっとわからないんで、一遍運

営要綱を示していただけませんか。それ４点目。



使用する場合、公共性のある団体についてはど

うなのかということと非公共性を持つ団体、つま

り商売ですな、会社、個人問わず。権利、利権、

いわゆる利益を生む団体及び個人が使用する場合

は、それは徴収することがそこで可能だというこ

との理解でいいんですね。

それで、これ１つあるのは、申し上げますと、

例えば冠婚葬祭というのがありますよね。特に葬。

この場合は、いわゆる喪主をされる方々は別に営

利でも何でもない。しかし、そこに入る団体は営

利ですよ。営利ですよ。このことに対して何らの

問題もないのかということがあるので、それは１

つの例ですよ。

それで、現在まで樽井公民館以外の各公民館、

関係する市が管理する、市長が許認可できる公的

施設、公民館もそうだし他のとこもあると思いま

すけども、そういった場合、今まで一切使用料徴

収をしてないということなのか、あるいはあると。

あるとしたら、その領収書の控えは収入役のとこ

へ入ってると思うんですが。実態は、市に入らな

きゃならないものを、そこがどこかが入っている

ということがあるのかないのか、この実態がどう

なのかということをひとつ一覧表にして出してい

ただけませんか。

以上。

○副議長（市道浩高君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） ７

点ほど御質問があったわけですけども、１点目の

どういう場合に使用料徴収ができるのかと。現行

条例のただし書き部分でございますが、本来の目

的は、いわゆる老人福祉の施設として整備してき

たという状況の中で、このただし書きを設けてる

のは、大きくはその目的の概念を壊さないで、例

えば１つ例を示しますと、営利目的に利用される

という一種のそういうことを想定した中で、いわ

ゆるただし書きで施行規則で定めてる使用料をい

ただくことにしておると、我々そういうように解

釈しております。

だから、老人福祉というのは大きな柱であった

と。いわゆる補助事業で整備してきたこれまでの

経過の中で、一定の例外的なただし書きでしてね。

（巴里英一君「そんなん、言うてへん」と呼ぶ）

－１８９－

使用料は徴収できるかということですので、例外

規定でございまして、そういうケースがあり得る

ということでございます。

それと、地元区等に管理を委託するのかという

ことでございますが、これにつきましては、これ

まで区等に自主管理をお願いしてきてる経過がご

ざいますし、変えるつもりはございません。だか

ら、区長に委託をしていくということにしており

ます。

それと、地元に任したら自由にされるんではな

いかと、使用料の観点で御指摘あったわけですけ

ども、あとの冠婚葬祭にも関係してくるんですけ

ども、我々としましては、葬祭とか活動における

地元自治会におけるいわゆる金銭のやりとりの指

摘だと思うんですけども……（巴里英一君「そん

なん関係ない。喪主やったらそんなもん、会社と

関係ないで」と呼ぶ）。

○副議長（市道浩高君） そういうことと違うよ。

営利を目的としてということを言うてる。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 失

礼しました。いわゆる営利を目的として、葬儀も

範疇に入るんではないかということだと思うんで

すけども、これにつきましては、現状を見たら、

２６のうち実態は１５カ所、調査の結果出てます。

煮炊き等を入れますと１９カ所ぐらい利用されて

るということもございますんで、区等に自主管理

をお願いしている地元自治会におきまして、この

問題につきましては使用料以外の範疇で管理運営

活動を行うに当たっての地元住民と自治会とが自

主的にルールとして取り決めている中でのことと

我々解釈しておりますので、それについては関与

するべきではないというふうに我々考えておりま

す。自主的な取り決めであるという……。

○副議長（市道浩高君） 巴里議員。

○２２番（巴里英一君） 答弁として皆さんお聞き

になって、答えられてるんかどうかなんですよ。

関与してないとか、徴収してないて、それはどう

いう理由なのかと、また聞かなきゃならないんで

すよ、その場合は。

私は、条例改正するには改正する理由があるわ

けですから。でしょ。あなた、先ほど真砂議員の

ときに答弁でやりましたから、それはあるんだっ



たら出してくださいと言うてる１つでしょう。

で、今までずっと使ってるでしょ。それ徴収し

てるわけでしょう。使用料徴収してるわけや。そ

の徴収した経費は、お金はどこへ行ったんですか。

収入役に入ったんですかということを聞いている

んです。入ったんだったら入ったで、きちっとし

た書類が出てるはずなんですよ。それが入ってな

かってどこかへ行ってるとしたら、これ管理して

る側に問題があるんです、今度は。だから、そこ

のところをはっきりさしてもらえませんかと聞い

てるんです。

それで、もっと前段で聞いたのは、委託先はそ

うなってきたら、先ほど言うたように、例えば冠

婚葬祭を含めたそういうもんが絡んできたら、そ

れは関係ないんですと、あなた今の言い方しまし

たやん。それ違うでしょう。利益を生むものに対

して、今の段階はまだやらなきゃならない。それ

は一定の規定しなきゃならないというのは、別に

要綱の中でも定めるならいいですよ、まだ。その

こともまだおっしゃってない。明確に出してくだ

さい言うたやつは、出すとも言わないし、何とも

言わないし、答弁として整合性がないまま何かこ

う答えてはるんです。それでいいのかどうかなん

です。だから、資料出してください言うてるやつ

がどうなるのか。資料２つですよ。

それで議長、まだストップしてません。これ、

どうしますん。だから、徴収は市がしなきゃなら

ないんでしょうが。法的なものを徴収――あいぴ

あはそうでしょう。領収書もらいますよ、僕ら借

りたら。それ全部市の収入役のとこへ行ってるは

ずなんですよ。収入役、行ってますやろ。じゃ、

収入役答えて、それ。（成田政彦君「議事進行」

と呼ぶ）

○副議長（市道浩高君） 暫時休憩。

午後 ５時３２分 休憩

午後１０時３３分 流会（会期切れに

よる自然閉会）

（了）

－１９０－
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